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前
回

(中
)
は
'
｢九
十
五

花
園
院
｣
ま
で
の
分
に
つ
い
て
翻
刻
､
紹
介
し

た
が

(『長
崎
大
学
教
育
学
部

社
会
科
学
論
叢
』
六
五
号
'
二
〇
〇
四
年
六
月
)
､

今
回

(下
)
は
､
続
い
て

｢九
十
六

後
醍
醐
天
皇
｣
(在
位

文
保
二
～
暦
応
二
･

延
元
四
､

二
三

八
～
二
二
三
九
)
以
降
'
最
後
の
正
保
三
年

(
1
六
四
六
)
ま

で
を
扱
う
｡
こ
の
時
期
は
､
先
ず
後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
建
武
政
権
､
続
く
南
北
朝

時
代
が
あ
り
'
や
が
て
江
戸
時
代
前
期
に
及
ん
で
い
る
｡
以
下
'
今
回

(下
)
収

録
分
に
つ
い
て
'
注
目
点
を
挙
げ
つ
つ
､
若
干
コ
メ
ン
ト
し
て
お
こ
う
｡

[
中
央
系
記
事
の
簡
略
化
]

本
書

『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
は
､
特
に
今
回

(下
)
収
録
分
に
お
い
て
'
し
だ

い
に
中
央
系
記
事
が
減
少
～
簡
略
化
し
､
代
わ
っ
て
地
域
性
が
濃
厚
化
す
る
傾
向

に
あ
る

(補
注
1
)

①

天
皇
記
事
の
簡
略
化

こ
れ
ま
で
天
皇

(院
)
各
代
ご
と
に
'
は
じ
め
に
見
出
し

(代
順
+
天
皇

名
)
が
あ
り
､
そ
の
下
に
割
書
き

(注
記
)
が
付
い
て
い
た
が
､
概
ね
今
回

(下
)
の

｢九
十
七

光
厳
院
｣
以
降
､
割
書
き
に
お
い
て
崩
御
年

(月
日
)

の
記
事
が
見
え
な
く
な
る

(注
1
)0

ま
た

｢百
七

後
奈
良
院
｣
(大
永
六
年
-
一
五
二
六
即
位
)
以
降
は
､
見

出
し
に
割
書
き
部
分
が
備
わ
っ
て
い
な
い
｡

や
が
て
見
出
し
と
し
て
の
天
皇

(院
)
名
の
表
記
も
見
え
な
く
な
る
｡
｢百

七

後
奈
良
院
｣
の
次
に
は
､
見
出
し
と
し
て

｢今
上
皇
帝
｣
(永
禄
三
年
=

1
五
六
〇
即
位
)
が
あ
る
が
､
こ
れ
は
正
親
町
天
皇

(
1
〇
八
.
在
位
弘
治

≡
-

天
正

1
四
年
'

1
五
五
七
-
1
五
八
六
)
に
当
た
る
O
本
書

『
日
本
帝

皇
年
代
記
』
は
､

一
往
'
こ
の

｢今
上
皇
帝
｣
二

〇
八
)
の
時
期
に
先
ず
成

立
し
た
と
い
え
よ
う
｡
た
だ
本
書
の
記
事
は
ご
覧
の
よ
う
に
､
そ
の
後
､
特

に

｢甲
子
寛
永
元
年
｣
(
一
六
二
四
)
か
ら
は
後
筆

(異
筆
)
と
な
り

(後
掲

〔図
1
〕)
'
書
き
継
が
れ
て

｢壬
午
十
九
｣
(寛
永

一
九
年
'

1
六
四
二
)
ま

で
見
え
､
さ
ら
に
年
次
の
み
の
表
記
だ
が
'
｢丙
戊
三
｣
(正
保
三
年
'

〓
ハ

長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢

第
六
十
六
号

(
二

〇
〇
五
年
三
月
)



『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
つ
い
て
-
入
来
院
家
所
蔵
未
刊
年
代
記
の
紹
介
-

(下
)

四
六
)
に
ま
で
及
ん
で
い
る
｡
な
お

｢今
上
皇
帝
｣
(正
親
町
)
の
あ
と
本
書

の
末
尾

(正
保
三
年
)
ま
で
は
､
後
陽
成

(
1
〇
九
､
天
正

一
四
年
=
1五

八
六
即
位
)'
後
水
尾

(
一
一
〇
､
慶
長

一
六
年
=
1
六

二

即
位
)
'
明
正

(
二

二

寛
永
七
年
=
一
六
三
〇
即
位
)
､
後
光
明

(
1
〓
1.
寛
永
二

〇
年

-
〓
ハ
四
三
即
位
)
と
い
う
よ
う
に
､
四
代
の
天
皇
が
即
位
し
て
い
る

が
'
か
れ
ら
に
つ
い
て
は
表
記
さ
れ
て
い
な
い

(見
出
し
な
ど
な
い
)
｡

②

改
元
記
事

(月
日
)
の
省
略
化

改
元
に
際
し
て
'
従
来
は
該
当
年
に
月
日
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
た
が

(｢戊

申
正
長
､
四
月
廿
七
日
改
元
｣
'

1
四
二
八
年
)
､
｢永
享
｣
か
ら
は
月
日
の

･

記
載
が
な
い
場
合
が
見
え
始
め

(｢己
酉
永
享
｣
､

一
四
二
九
年
)
'
つ
い
に

｢文
亀
｣
(｢辛
酉
文
亀
｣
'

1
五
〇
1
年
)
以
降
の
年
号

(改
元
)
に
つ
い
て

は
月
日
の
記
載
が
全
く
な
い
と
気
付
く
｡

③

全
周
～
中
央
関
係
記
事
の
減
少
と
南
九
州
関
係
記
事
の
増
加

時
代
が
下
る
に
つ
れ
'
し
だ
い
に
全
国
～
中
央
関
係
記
事
が
簡
略
化
､
減

少
し
､
頭
書

(欄
外
記
事
)
も
激
減
し
､
か
わ
っ
て
地
域
性
が
強
ま
り
､
南

九
州
関
係
記
事
が
増
加
す
る
｡
こ
の
点
'
具
体
的
に
は
後
述
す
る
｡

④
中
国
関
係
記
事
の
消
滅

今
回

(下
)
に
お
い
て
中
国
関
係
記
事
は
､
こ
れ
ま
で

(上
一
中
)
と
は

違
っ
て

一
般
記
事

(生
没
'
仏
僧
'
文
学
関
係
な
ど
)
は
全
く
見
え
ず

(棉

注
2
)､
年
号
関
係
の
記
事

(皇
帝
即
位
年
や
改
元
)
の
み
見
え
る
が
'
こ

れ
も
次
第
に
簡
略
と
な
り
'
最
後
は

｢大
明
正
徳
元
年
｣
(丙
寅
'
永
正
三
年
.

一
五
〇
六
)
と
か
'
｢嘉
靖
元
年
｣
(壬
午
､
大
永
二
年
'

一
五
二
二
)
と
記

す
程
度
で
あ
る
｡
こ
の

｢嘉
靖
｣
以
降
､
中
国
年
号
は
表
記
さ
れ
て
い
な
い

(実
は
長
野
県

･
光
前
寺
所
蔵

『和
漢
年
代
記
』
も
同
様
)
0

[
南
北
朝
期
､
.北
朝
採
用
～
年
号
表
記
]

本書『日本帝皇年代記』において､｢九十六後醍醐天皇｣のあとだが'｢九十七光厳院｣～｢百一後円融院｣と北朝方のみを代数に入れ(見出し)'北朝年号を表記(見出し)している｡この点､前近代に成立した年代記類や『本朝皇胤紹運録』は'同様(北朝～北朝年号採用)だといえる｡し.かし明治以降､現在の辞典などに収録される天皇系譜(注2)では'一般に『皇統譜』(注3)によって'南朝を代数とし(97後村上'98長慶'99後亀山)'北朝を正統
な代数に勘定していない(北朝-光厳～北朝5後円融とある)0

なお本書『日本帝皇年代記』では､南朝-天皇名は見えないが､
｢宮方｣年号について記載がある｡即ち元弘二年(三言≡)に｢三月廿三日宮方年号始之｣とあり､下って明徳三年(二二九二)に｢自此宮方年号被止之｣とあり､その間､建武三年(一三三六)に｢宮方延元元年也｣(頭書)､至徳元年(二二八四)に｢宮方元中元年也｣

などと､その都度'宮方年号の改元記事が見える｡

[生没記事､特に新義真言僧の記事多し]

本書は'多くの人物について生没日(年月日)､とりわけ生日(諺生日)までも記載している例が極めて多い｡その記載内容も概ね妥当である｡この点､これまで(上､中)でも述べて来たが､他の年

代記とは異なる､本書の大きな特徴だといえる｡

前回(中)において'覚鎮'ついで頼瑞が出てからは新義真言系僧侶の生没記事が多くなることを指摘したが'今回(下)は､その傾向が一段と顕著になる｡高野山と根来寺の僧侶の生没記事が多いが､とりわけ頼簸(高野山中性院始祖'根来寺初代学頭)に因んで'
中性院流と根来寺学頭関係が多い｡このうち中性院流の頼簸･頼淳･増喜･聖憲･良審･聖増･聖融(頼瑞･聖憲･聖融は根来寺学頭に



も
な
る
)
'
根
来
寺
学
頭
の
良
殿

･
長
盛

･
頼
挙
に
つ
い
て
は
'
生

･
没
双
方

の
記
事
が
備
わ
り

(兼
備
)
貴
重
だ
と
い
え
る
｡
(注
4
)

そ
し
て
今
回

(下
)
に
お
い
て
'
特
に
頼
簸

(嘉
元
元
年
=

二
二
〇
四
没
)

に
つ
い
て

｢頼
玲
法
印
百
年
忌
｣
(応
永

1
0
年
-
一
四
〇
三
)
と
か

｢根
来
中

性
院
元
祖
頼
輸
法
印
二
百
年
忌
｣
(文
亀
三
年
=
一
五
〇
三
)
と
あ
り
､
覚
鎖

(康

治
二
年
=

二

四
三
没
)
に
つ
い
て

｢覚
鎮
上
人
入
滅
巳
後
三
百
七
十
年
也
｣

(永
正

1
0
年

=
1五
二
二
)
と
見
え
る
｡

[
南
九
州
関
係
記
事
の
激
増
]

本
書
は
､
入
来
院
家
･.
南
九
州
に
伝
来
し
た
史
料
に
か
か
わ
ら
ず
'
当
地
域

関
係
の
記
事
は

1
向
に
見
え
ず
､
そ
れ
が
初
め
て
見
え
る
の
は
､
前
回

(中
)

の
､
鎌
倉
初
期
'
建
久
六
年

(
一
一
九
五
)
｢嶋
津
判
官
忠
久
薩
摩
下
向
｣
な
る

記
事
だ
っ
た
｡
南
九
州
関
係
の
記
事
は
､
そ
の
後
も

一
向
に
見
え
ず
'
今
回

(下
)

で
'
や
っ
と
南
北
朝
中
期
'
貞
和
元
年

(
二
二
四
五
)
｢七
月
十
七
日
石
屋

(真

梁
)
和
尚
誕
生
'
薩
州
嶋
津
忠
久
葡
也
｣
と
か
'
延
文
二
年

(
二
二
五
七
)
｢薩

州
油
津
始
建
立
海
印
寺
｣
な
ど
と
見
え
る
程
度
で
､
そ
れ
が
増
加
す
る
の
は
､

南
北
朝
合

一
以
後
'
十
五
世
紀
か
ら
だ
と
い
え
る
｡

①

坊
津
-
仏
寺
関
係
'
対
外
関
係
記
事

坊
津
は
､
薩
摩
半
島
の
西
南
端
に
位
置
'
東
シ
ナ
海
に
面
し
､
古
来
､
海

上
交
通
の
要
衝
と
見
ら
れ
て
い
る
｡
地
名
は
'
当
地
に
所
在
の
一
乗
院
の
僧

坊
に
由
来
し
､
近
接
す
る
滑
津
と
あ
わ
せ
て
､
坊
泊

(薩
摩
国
河
辺
郡
)
と

呼
ば
れ
て
い
る
｡

当
地
の
仏
寺
関
係
と
し
て
は
､
坊
津
の
1
乗
院

･
広
大
寺
と
泊
津
の
海
印

寺

･
実
相
院
の
記
事
､
特
に
そ
の
僧
侶
の
生
没
記
事
が
見
え
る
｡
こ
の
う
ち

油
津
の
実
相
院
は
'
本
書
で
見
え
る
が

(嘉
吉
二
年
へ

1
四
四
二
)
'
他
に

1
向
に
見
か
け
な
い
寺
院
で
あ
る

(『
三
国
名
勝
図
会
』
や
地
名
辞
典
類
に

見
え
な
い
)
.
そ
れ
は
と
も
か
く

1
乗
院
の
場
合
'
頼
俊

･
頼
憲

･
頼
政

･

頼
全

･
頼
忠
す
な
わ
ち
同
院
歴
代

(
一
般
に
は
同
院
四
世
～
八
世
と
す
る
｡

｢頼
｣
は
系
字
と
も
い
え
よ
う
)
の
生
没
記
事
が
あ
り

(注
5
)'
う
ち
頼

俊

･
頼
憲

･
頼
政
に
は
生

･
没
双
方
の
記
事
が
備
わ
っ
て
い
る

(兼
備
)
0

今
回

(下
)
に
お
い
て
貞
治
六
年

(
二
二
六
七
)
条
に

｢
1
乗
院
頼
俊
法
印

誕
生
｣
と
見
え
る
が
'
こ
れ
が
'
本
書
に
お
け
る
最
初
の
坊
津
-
1乗
院
関

係
記
事
だ
と
い
え
る
｡

こ
の
頼
俊

(貞
治
六
I
応
永
二
九
年
'

1
三
六
七
-

1
四
二
二
)
に
つ
い

て
は
'
現
地
所
在
の
史
料
'
例
え
ば

[西
海
金
剛
峯
龍
厳
寺

1
乗
院
来
由
記
]

(注
6
)
に

｢第
四
世
祖
有
頼
俊
法
印
'
聡
敏
博
覧
而
遊
高
野

･
根
来
､
極

教
相
奥
旨
､
随
南
都
東
南
院
'
疑
倶
舎

･
法
相
､
又
随
根
来
寺
快
憲
学
頭
'

受
滞
流
之
玄
旨
､
後
随
仁
和
寺
智
恵
門
院
宥
海
和
尚
'
又
承
深
旨

(中
略
)

以
応
永
十
五
年
辞
根
来
寺
､
帰
当
山
而
安
置
所
得
書
籍
等
而
成
根
来
寺
之
別

院
､
根
来
寺
是
鳥
羽
院
御
願
也
､
以
故
年
々
七
月
二
日
当
聖
誇
辰
日
､
掛
真

影
'
備
饗
傾
､
追
福
修
薦
｣
な
ど
と
見
え
､
頼
俊
は
､
〟教
相
″

面
を
根
来

寺
側
か
ら
受
け
'
〟事
相
″

面
は
仁
和
寺
側

(広
沢
流
仁
和
寺
御
流
)
か
ら

受
け
た
と
解
し
て
お
こ
う

(注
7
)｡
こ
こ
に
､
坊
津

一
乗
院
は
明
確
に
根

来
寺
系
と
な
り
'
本
書
に
お
い
て
根
来
寺
～
新
義
真
言
系
の
記
事
が
極
め
て

詳
細
に
な
る
由
縁
だ
と
い
え
よ
う
｡

つ
ぎ
に
対
外
関
係
記
事
だ
が
'
意
外
に
少
な
く
'
い
わ
ゆ
る

寧
波
の
乱

(大
永
三
年
､

一
五
二
三
)
な
ど
､
十
六
世
紀
前
半
に
日
明

･
日
琉
関
係
の

僅
か
な
記
事
が
見
え
る
に
過
ぎ
な
い
｡

坊
津
お
よ
び

一
乗
院
に
つ
い
て
は
､
そ
の
地
理
的
位
置
か
ら
し
て
奈
良
時

代
か
ら
相
当
繁
栄
し
た
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
き
た
が
'
実
は
史
料
的
に
は

南
北
朝
時
代

(十
四
世
紀
)
か
ら
し
だ
い
に
見
え
始
め
る
と
い
え

(注
8
)､

こ
の
点
'
本
書

『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡

山口隼正



『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
つ
い
て
-
入
来
院
家
所
蔵
未
刊
年
代
記
の
紹
介
-

(下
)

②

島
津
家

(本
家
)
当
主
関
係
の
記
事

先
ず
建
久
六
年

(
二

九
五
)
に

｢嶋
津
判
官
忠
久
薩
摩
下
向
｣
と
あ
る
｡

こ
れ
は
､
前
回

(中
)
で
指
摘
し
た
が
､
本
書
に
お
い
て
地
域
性
を
明
確
に

示
し
た
最
初
の
記
事
で
あ
り
､
以
後
'
し
だ
い
に
薩
摩
な
ど
南
九
州

一
帯
は

島
津
氏
の
領
国
に
な
っ
て
ゆ
く
0
時
代
が
下
っ
て
､
天
文
十
三
年

(
1
五
四

四
)
に

｢嶋
津
判
官
忠
久
薩
摩
下
向
以
後
三
百
五
十
年
｣
と
か
､
文
禄
四
年

(
1
五
九
五
)
に

｢嶋
津
判
官
忠
久
薩
州
下
向
四
百
年
二
当
ル
｣
と
あ
る
の

は
'
ま
さ
に
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
｡
そ
の
間
'
氏
久

(六
代
｡
島
津
家
当

主
の
代
数
は

『島
津
氏
正
統
系
図
』
-
島
津
家

･
尚
古
集
成
館
､
昭
和
六
〇

年
I
に
よ
る
)'
忠
国

(九
代
)
'
忠
昌

(十

一
代
)'
忠
治

(十
二
代
)
'
忠

隆

(十
三
代
)
'
義
久

(十
六
代
)､
義
弘

(十
七
代
)
､
家
久

(十
八
代
)
､

光
久

(十
九
代
)
な
ど
と
'
中
世
後
期
～
近
世
初
頭
に
か
け
て
､
島
津
家
歴

代

(当
主
)
の
生
没
記
事
が
あ
る
｡
ま
た
永
禄
十

一
年

(
1
五
六
八
)
に

｢十

二
月
十
三
日
嶋
津
相
州
死
去
｣
'
即
ち
島
津
忠
良
の
役
目
記
事
が
見
え
る
の

も
注
目
し
た
い

(注
9
)｡
忠
良

(明
応

一
-
永
禄

1
1
年
'

一
四
九
二
I

l
五
六
八
)
は
､
周
知
の
よ
う
に
､
も
と
も
と
島
津
家
支
流

(伊
作
家
～
相

州
家
)
の
出
だ
が
'
島
津
家
全
体
を
制
覇
L
t
子
息
の
貴
久
を
本
家
当
主
と

し

(十
五
代
)
､定
員
久
の
子
息
が
義
久

･
義
弘
兄
弟

(十
六
代
､
十
七
代
)

で
大
名
島
津
家
の
本
流
と
な
り
'
近
世
島
津
家
発
展
の
基
礎
を
つ
く
っ
て
い

る
｡ま

た
天
文
七
年

(
一
五
三
八
)
に

｢薩
州
加
世
田
知
行
､
嶋
津
貴
久
｣
と

あ
る
の
を
は
じ
め
'
貴
久
～
義
久
～
義
弘

(-
忠
平
)
の

｢知
行
｣
関
係
記

事

(南
九
州
三
国
に
亘
る
)
が
目
立
つ
｡
彼
ら
島
津
家
当
主
に
対
し
て
､
こ

こ
で
は
呼
び
捨
て
だ
が
､
や
が
て
後
筆

(異
筆
)
箇
所
に
お
い
て
は

｢～
様
｣

と
表
記
さ
れ
て
い
る

(後
述
)
0

③

島
津
忠
良
と
新
義
真
言
宗

(坊
津

一
乗
院
'
紀
伊
根
来
寺
)

四

本
書

『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
お
い
て
､
天
文
二
十

一
年

(
一
五
五
二
)

に

｢十
月
十
二
日
龍
厳
寺
塔
婆
折
立
｣
､
翌
二
十
二
年
に

｢八
月
十
二
日
塔

婆
柱
立
礎
居
｣
'
そ
し
て
弘
治
元
年

(=
天
文
二
四
㌧

一
五
五
五
)
に

｢坊

津

1
来
院
塔
供
養
千
部
会
｣
と
あ
る
.
こ
れ
に
照
応
す
る
記
事
が

『神
社
調
』

(島
津
家
文
書

-
5
-
1'
史
料
編
纂
所
現
蔵
)
の

｢薩
摩
国
之
部
｣
九
に

見
え
る
が
､
同
書
に
よ
る
と
'
こ
れ
は
薩
摩
龍
厳
寺
=
一
乗
院
の
多
宝
塔
建

立

(天
文
二
1
-
二
四
年
'

1
五
五
二
～
五
五
)
に
関
す
る
記
事
で
､
こ
の

と
き
檀
那
島
津
貴
久

･
住
持
頼
忠
の
旨
が
記
さ
れ

(｢本
願
大
檀
主
三
州
太

守
貴
久
公
､
当
住
頼
忠
和
尚
｣)'
ま
た
本
尊

=
大
日
如
来
は
島
津
忠
良
が
寄

進
し
た
由
が
明
記
さ
れ
て
い
る

(｢中
央
大
日
如
来
'
大
檀
那
島
津
藤
原
朝

臣
忠
良
､
法
名
梅
岳
常
潤
大
和
尚
､
開
眼
導
師
大
僧
都
法
印
頼
忠
､
当
寺
八

代
住
持
也
｣)｡
こ
こ
に

一
乗
院
多
宝
塔
の
建
立
は
､
住
持
頼
忠

(八
代
)
の

時
期
'
島
津
忠
良

･
貴
久
父
子
を
檀
那

(
ス
ポ
ン
サ
ー
)
と
し
て
遂
行
さ
れ

た
と
い
え
る
｡
ま
た

『神
社
調
』
に
は
､
こ
の
忠
良

･
貴
久

･
義
久
三
代

(父
･

子

･
孫
)
の
位
牌
が

一
乗
院
に
安
置
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る

(注
10
)
0

本
書
に
お
い
て
'
将
に

一
乗
院
多
宝
塔
建
立
と
同
じ
時
期
'
天
文
二
十

一

午

(
一
五
五
二
)
に

｢六
月
五
日
円
明
寺
供
養
～
｣
と
か
'
弘
治
元
年

(
一

五
五
五
)
の

(頭
書
)
に

｢七
月
二
日
鳥
羽
院
四
百
年
忌
'
於
大
伝
法
院
有

大
量
茶
羅
供

～
｣
と
あ
っ
て
'
当
時
の
､
紀
伊
根
来
寺
=
新
義
真
言
宗
本
山

の
法
会
に
つ
い
て
も
記
載
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
で
き
よ
う
｡
何
し
ろ
円
明

寺
と
大
伝
法
院
は
根
来
寺
の
中
核
で
あ
り
'
周
知
の
よ
う
に
鳥
羽
院

(上
皇
'

保
元
元
年
=
二

五
六
没
)
は
草
創
期
の
根
来
寺
-

特
に
円
明
寺
と
大
伝
法

院
I
に
と
っ
て
殊
更
に
所
縁
が
深
い
｡
因
み
に

『
三
国
名
勝
図
会
』
巻
二
十

六

(薩
摩
国
河
辺
郡
､
坊
泊
)
の

｢
1
乗
院
｣
項
に
'
長
承
二
年

(
1
二
二

三
)
十

一
月
三
日
鳥
羽
上
皇
院
宣
が
収
録
さ
れ
'
そ
の
文
中
に
.r依
大
伝
法

院
座
主
申
請
'
以
西
海
之
龍
厳
寺
'
為
根
来
寺
別
院
｣
と
見
え
る
｡
こ
の
院



宣
は
､
そ
れ
自
体
は
諸
面
で
不
安
定
な
文
書
だ
が
､
鳥
羽
上
皇

-
根
来
寺

(～

大
伝
法
院

)
I
龍
厳
寺

(
1
乗
院
)
の
関
係
を
象
徴
し
て
い
よ
う
O

さ
ら
に

『
日
新
菩
薩
記
』
(島
津
家
文
書
-
4
-
56
､
史
料
編
纂
所
現
蔵
)

に
は
'
忠
良

(｢日
新
｣
は
号
)
に
つ
い
て
､
坊
津

一
乗
院
諸
堂
建
立
な
ど

の
記
事
と
と
も
に
､
紀
伊
根
来
寺
に
父
母
ら
の
位
牌
を
安
置
し
て
供
養
し
､

袈
裟
を
寄
進
し
た
由
が
記
さ
れ
て
い
る

(注
目
)
｡
留
意
す
べ
き
で
あ
る
｡

④

天
候

･
災
異
関
係
記
事

こ
の
点
､
永
正
七
年

二

五

1
0
)
ま
で
の
記
事
は
'
殆
ど
中
央
側
史
料

に
よ
る
も
の
で

『
日
本
史
総
合
年
表
』
(吉
川
弘
文
館
へ
二
〇
〇
一
年
)
な
ど

に
も
見
え
る
が
'
そ
れ
以
後
は
'
南
九
州
の
天
候

･
災
異
関
係
記
事
だ
と
い

え
､
他
の
史
料

(『島
津
国
史
』
な
ど
)
に
は
見
え
ず
'
貴
重
で
あ
る
｡

⑤

日
欧
関
係
記
事
な
し

本
書
は
'
古
来
､
対
外
関
係
記
事
を
載
せ
て
い
る
が
､
中

･
朝
関
係
の
み

で
､
日
欧
関
係
記
事
は
見
え
な
い
｡
即
ち
天
文
十
二
年

(
一
五
四
三
)
の
ポ

ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
る
鉄
砲
伝
来
'
同
十
八
年
の
ス
ペ
イ
ン
人
ザ
ビ
エ
ル
に
よ

る
キ
リ
ス
ト
教

(カ
ト
-
ツ
ク
)
伝
来
は
､
い
う
ま
で
も
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
が
初
め
て
日
本
に
来
た
出
来
事
で
､
何
し
ろ
南
九
州
-
島
津
氏
領
国
が
直

接
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
が
､
関
係
記
事
は
本
書
に
見
え
な
い
｡
特
に
ザ
ビ

エ
ル
は
､
鹿
児
島
に
上
陸
後
'
早
速
､
島
津
貴
久

(十
五
代
)
に
謁
見
し
て

い
る
が
｡
因
み
に
薩
摩
藩
の
正
史

『島
津
国
史
』
(山
本
正
誼
編
'
享
和
二
年
-

一
八
〇
二
完
成
)
を
播
く
に
､
鉄
砲
伝
来
に
つ
い
て
は
記
事
が
見
え
る
が

(巻

十
六
)
'
キ
リ
ス
ト
教

(カ
ト
リ
ッ
ク
)
伝
来
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い

な
い

(巻
十
七
)｡
も
ち
ろ
ん
当
時
の
事
情
に
由
る
と
い
え
よ
う
｡

[
後
輩
部
分
と
入
来
院
氏
関
係
記
事
]

A
･後
筆

(異
筆
)
部
分
に
つ
い
て

(『

』
で
囲
む
)

本
書
に
お
い
て
'
ご
覧
の
よ
う
に

(後
掲

[図
1
]
参
照
)
'
寛
永
元
年

(甲
子
'

1
六
二
四
)
以
降
'
最
後
の
正
保
三
年

(丙
戊
'

1
六
四
六
)
ま

で
は
､
全
て

(干
支
'
年
号
､
事
項
と
も
)
後
筆

(異
筆
)
だ
と
い
え
る
｡

こ
れ
以
降
'
朱
合
点
の
箇
所
は
見
当
た
ら
な
い
｡
実
は
､
こ
れ
以
前
か
ら
後

筆
-
異
筆
箇
所
が
混
在
し
て
い
る
が
'
あ
ら
た
め
て
本
書
を
通
覧
す
る
に
'

後
輩
と
認
め
ら
れ
る
最
初
の
箇
所
は
天
正
九
年

(辛
巳
､

一
五
八
一
)
の

｢水

俣
城
落
城
｣
で
あ
る

(後
掲

[図
2
])｡
こ
の
天
正
九
年
以
降
､
散
見
さ
れ

る
後
筆
部
分
は
､
概
ね
字
が
大
き
く
､
朱
合
点
の
箇
所
は
な
い
｡
後
輩
同
士

は
同
筆
だ
と
思
え
､
従
っ
て
本
書
は
書
写
の
上
で
は
二
筆
あ
る
と
い
え
よ
う
｡

お
そ
ら
く
本
書

(-
年
代
記
)
は
'
先
ず
冒
頭
か
ら
元
和
九
年

(発
亥
､

一

六
二
三
)
ま
で
の
分
を
編
纂
'
ま
と
め
て
書
写
さ
れ
､
記
事
を
点
検
し
て
朱

合
点
も
付
け
て
い
た
が
'
長
年
の
こ
と
放
置
さ
れ
､
や
が
て
正
保
三
年
の
こ

ろ
'
寛
永
元
年
か
ら
の
分
を
記
入
し
､
遡
っ
て
そ
れ
以
前
の
分
に
つ
い
て
も

追
撃
～
補
入
し
た
と
思
え
る
｡
後
輩

(異
筆
)
部
分
に
つ
い
て
は
､
『

』

で
囲
ん
だ
｡
な
お
僅
か
だ
が
'
後
輩
部
分
に
押
紙
箇
所

(修
正
の
た
め
貼
付
'

同
筆
)
が
あ
る
こ
と
を
､
現
地

(入
来
院
家
)
の
原
物
で
気
付
い
た
｡

ま
た
後
輩

(異
筆
)
部
分
は
'
こ
れ
ま
で
と
は
全
く
違

っ
て
'
(頭
書
)

箇
所
が
な
く
､
仏
教
関
係
の
記
事
が
見
え
な
い
｡
注
目
し
て
よ
か
ろ
う
｡

こ
の
後
筆
部
分
は
､
と
に
か
く
入
来
院
氏
関
係
記
事
が
急
増
す
る
｡
完
全

な
ロ
ー
カ
ル
化
で
あ
る
｡
以
下
'
あ
ら
た
め
て
検
討
し
よ
う
｡

B
･入
来
院
氏
関
係
記
事

本
書

『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
お
い
て
､
時
代
が
下
る
に
つ
れ
南
九
州
～

島
津
氏
関
係
の
記
事
が
増
加
し
た
が
へ
さ
ら
に
後
輩

(異
筆
)
部
分
に
な

っ

て
か
ら
は
入
来
院
氏
関
係
の
記
事
が
出
現
､
急
増
し
､
殆
ど
を
占
め
る
｡

①

入
来
院
重
高

(十
六
代
)

五

山
口

隼
正



『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
つ
い
て
-
入
来
院
家
所
蔵
未
刊
年
代
記
の
紹
介
-

(下
)

寛
永
元
年

(甲
子
'

1
六
二
四
)
以
降
'
最
後
の
正
保
三
年

(
〓
ハ
四
六
)

ま
で
､
全
て
後
筆

(異
筆
)
だ
と
先
述
し
た
が
'
当
時
､
入
来
院
家
の
当
主

は
重
商

(十
六
代
'
注
12
)
で
あ
っ
た
｡
ま
た
遡
っ
て
天
正
九
年

(
一
五
八

一
)
か
ら
後
筆
箇
所
が
散
見
さ
れ
'
後
筆
箇
所
同
士
は
同
筆
で
あ
ろ
う
と
'

先
に
指
摘
し
た
｡
こ
こ
に
､
重
高
の
生
没
年

(天
正
七
～
正
保
四
'

一
五
七

九
-
1六
四
七
)
と
後
筆

(異
筆
)
の
期
間
と
が
ほ
ぼ

一
致
す
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
'
彼
は
最
晩
年
に
'
そ
の
生
涯
に
お
け
る
重
要
事
項
を
記
入

(後
筆
)
～

本
書

(年
代
記
)
を
増
補
し
た
と
解
さ
れ
よ
う
｡
先
代

(十
五
代
)
の
入
来

院
家
当
主
は
重
時
だ
が
'
重
時
は
男
子
な
い
ま
ま
慶
長
五
年

(
1
六
〇
〇
)

の
関
ケ
原
の
戦
い

(島
津
義
弘
に
従
軍
)
で
戦
死
し
た
｡
そ
こ
で
重
高
が
､

島
津
義
弘
の
命
に
よ
り
､
慶
長
十

1
年
､
養
子
と
し
て
入
来
院
家
に
入
り
当

主
と
な
っ
た
｡
そ
も
そ
も
重
高
は
'
島
津

-
薩
州
家
の
出
､
父
は
島
津
義
虎

(そ
の
五
男
)
'
母
は
島
津
義
久

(十
六
代
)
の
嫡
女

(御
平
)
で
あ
り
'

も
と
忠
富

(久
秀
'
重
国
と
も
)
と
称
し
た

(注
13
)
｡
義
久
の
孫
で
あ
る
｡

②

表
記
上
の
特
徴

(｢我
等
｣
｢予
｣
｢～
様
｣
の
出
現
)

本
書
に
お
い
て
入
来
院
氏
関
係
記
事
と
し
て
最
初
の
箇
所
は
､
慶
長
二
年

(丁
酉
､

1
五
九
七
)
の

｢高
麗
後
ノ
奥
入
'
従
肥
後
高
麗
'
我
等
も
五
月

相
渡
｣
云
々
だ
と
い
え
､
後
筆
箇
所
で
あ
る

(追
撃
'
補
入
)o
こ
れ
は
'

重
高

(忠
富
)
が
入
来
院
家
に
養
子
と
し
て
来
る
以
前
の
こ
と
､
彼
が
慶
長

の
役

(朝
鮮
出
兵
)
に
際
し
て
小
西
行
長

(当
時
'
肥
後
宇
土
城
主
)
に
従
っ

て
出
兵
し
た
記
事
で
あ
り

(注
13
参
照
)
'
｢我
等
｣
と
は
'
柳
か
俗
的
表
現

で
'
本
書

『日
本
帝
皇
年
代
記
』
の
従
来
の
表
記
と
は
馴
染
ま
な
い
が
'
却
っ

て
こ
の
箇
所
は
重
高
自
身
が
表
記
し
た
も
の
と
も
思
わ
せ
る

(補
注
3
)0

こ
の

｢我
等
｣
の
他
に
'

一
人
称
と
し
て

｢予
｣
と
表
記
し
た
箇
所
も
見

え
る
｡
先
ず
慶
長
十
年

(甲
辰
､

一
六
〇
五
)
に

｢小
将
様

(島
津
忠
恒
)

両
度
目
ノ
御
上
洛
､
予
亦
令
供
奉
｣
(徳
川
秀
忠
の
将
軍
就
任
に
際
し
て
､
島

六

津
忠
恒
-
の
ち
の
家
久
-
の
上
洛
に
供
奉
)
と
か
'
寛
永
十
七
年

(
一
六
四

〇
)
に

｢太
守
様

(光
久
)
有
御
上
洛
'
予
亦
供
奉
｣
な
ど
と
見
え
､
｢予
｣
-
.

重
高
は
薩
摩
藩
主
島
津
氏

(当
主
)
の
上
洛
に
際
し
て

｢供
奉
｣
し
て
い
る
｡

ま
た
元
和
三
年

(丁
巳
､

一
六
二
ハ
)
に

｢予
有
発
熱
病
､
四
体
惟
惇
～
｣

と
見
え
る
｡
全
く

｢予
｣
=
重
高
の
私
事
で
あ
り
'
こ
の
こ
と
は
'
入
来
院

氏
系
図
の

｢重
高
｣
の
項
に
も
見
え
ず
ー
こ
の
よ
う
な
事
項
は
'
本
書

『
日

本
帝
皇
年
代
記
』
に
お
い
て
他
に
例
を
見
な
い
｡

そ
し
て
右
に

｢小
将
様
｣
｢太
守
様
｣
と
見
え
た
が
'
後
筆
箇
所
に
お
い
て

は
､
｢小
将
様
｣
(慶
長
八
年
～
｡
忠
恒
t
の
ち
の
家
久
)
'
｢義
久
様
｣
(慶
長

九
年
～
)､
｢貫
明
様
｣
(慶
長

一
六
年
｡
義
久
)
､
｢又
三
郎
様
｣
(元
和
二
年
｡

光
久
)
､
｢惟
新
様
｣
｢松
齢
様
｣
(元
和
五
年
｡
義
弘
)'
｢太
守
様
｣
(寛
永
七
年
｡

家
久
)'
｢中
納
言
様
､
薩
州
様
｣
(寛
永

1
1
年
～
O
家
久
､
光
久
)'
｢家
久

様
｣
(寛
永

1
四
年
)
な
ど
と
あ
り
'
重
高
は
､
同
時
代
の
島
津
家
当
主

･(1

義
久
～
19
光
久
)
に
対
し
て

｢～
様
｣
と
敬
称
を
付
け
て
い
る
｡
本
書
で
は
､

こ
れ
以
前
'
島
津
家
歴
代

(当
主
)
に
対
し
て
は
呼
び
捨
て
で
表
記
し
て
い

た

(先
述
)
0

③

菱
刈
郡
湯
之
尾
時
代
と

｢私
宅
｣
火
災

こ
れ
も
後
筆
-
異
筆
部
分
だ
が
'
慶
長
十

1
年

(
1
六
〇
1
)
に

｢九
月
'

入
来
院
家
令
連
続
領
菱
刈
湯

･
真
幸
馬
関
田
'
住
菱
刈
｣'
翌
十
二
年
に

｢正

月
有
私
宅
焼
｣
と
見
え
､
さ
ら
に
同
十
八
年
に

｢御
分
国
有
御
配
当
相
替
'

入
来
院
へ
知
行
拝
領
｣
と
あ
る
の
に
､
注
目
し
よ
う
｡
入
来
院
氏

(渋
谷
氏
)

は
'
鎌
倉
時
代

(十
三
世
紀
)
に
相
模
国
渋
谷
荘
か
ら
薩
摩
国
人
来
院
に
地

頭
と
し
て
下
向
し
て
以
来
'
近
代

(二
十
世
紀
)
に
い
た
る
ま
で
当
地
に
定

住
し
て
い
る
が
､
た
だ

1
度
'
文
禄
四
年

(
1
五
九
五
)
～
慶
長
十
八
年

(
1

六

二
二
)
'
大
隅
国
菱
刈
郡
湯
之
尾

(現
'
伊
佐
郡
菱
刈
町
)
に
移
封
さ
れ

て
い
る
｡
こ
れ
は
'
入
来
院
重
時

(十
五
代
)
～
重
高

(十
六
代
)
の
時
期



に
当
た
り
､
そ
の
事
情
は

『平
姓
入
来
院
氏
系
図
』
(入
来
院
家
現
蔵

二
番
｣)

な
ど
に
詳
し
い
｡
重
時
は
'
こ
の
湯
之
尾
か
ら
朝
鮮
出
兵
し

(慶
長
の
役
)
I

先
述
の
通
り
関
ケ
原
の
戦
い
で
戦
死
し

(慶
長
五
年
)
へ
重
高
が
､
慶
長
十

一
年
の
春
'
島
津
氏

(薩
州
家
)
か
ら
入
来
院
家
に
養
子
に
入
っ
た
O

そ
の
翌
年
の
こ
と
'
本
書
の
慶
長
十
二
年
条
に

｢正
月
有
私
宅
焼
｣
と
あ

る
の
に
注
目
し
よ
う
｡
こ
の
養
子
と
な
っ
た
重
高
の
時
期
､
湯
之
尾
の
入
来

院
家

｢私
宅
｣
が
火
災
に
遭
っ
た
の
で
あ
る
｡
『平
姓
入
来
院
氏
系
図
』
の

｢重
高
｣
項
に
も
､
｢同

(慶
長
)
十
二
年
丁
未
正
月
二
十
五
日
谷
山
御
狩
'

依
之
重
国

(重
高
)
越
参
塵
府
'
留
守
失
火
､
私
第
成
焦
土
､
此
時
家
伝
之

重
器
多
焼
失
者
｣
と
あ
る
｡
重
高
が
鹿
児
島
に
行
き
留
守
中
の

｢失
火
｣
で
'

｢家
伝
之
重
器
｣
が
多
く
焼
失
し
た
由
で
あ
る
｡
先
年
､
入
来
院
家
現
蔵

(五

香
)
｢平
氏
系
図
｣
に
つ
い
て
考
察
'
全
文
翻
刻
し
た
際
へ
そ
の
原
物

(巻
子

本
)
の
焼
損
箇
所

(特
に
表
紙
と
上
下
部
分
)
に
注
目
へ
焼
損
の
時
期
を

『御

文
書
改
帳
』
(宝
永
四
年
'

一
七
〇
七
｡
入
来
院
家
文
書
目
録
)
以
後
で
は
な

か
ろ
う
か
と
柳
か
無
理
に
推
測
し
た
が

(｢入
来
院
家
所
蔵
平
氏
系
図
に
つ

い
て

下
｣
『長
崎
大
学
教
育
学
部

社
会
科
学
論
叢
』
六

一
号
､
三
1
ペ
ー

ジ
)
､
焼
損
時
期
は
'
こ
こ
に
遡
っ
て
慶
長
十
二
年
'
湯
之
尾
時
代
の

｢私

宅
｣
火
災
の
際
だ
と
見
た
方
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
｡
こ
の

｢平
氏
系
図
｣

は
､
火
中
か
ら
辛
う
じ
て
引
き
上
げ
た
の
だ
ろ
う
｡
特
に
古
文
書
-
入
来
院

家
文
書

(史
料
編
纂
所
現
蔵
'
『
入
来
文
書
』
の
中
核
)
も
'
恐
ら
く
湯
之

尾
時
代
の

｢私
宅
｣
火
災
の
際
に
そ
こ
に
あ
っ
た
ろ
う
が
'
最
重
要
な

｢家

伝
之
重
器
｣
と
し
て
救
わ
れ
た
の
だ
と
察
し
た
い
｡
従
来
'
こ
の
湯
之
尾
時

代
の
火
災
に
つ
い
て
は
'
留
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡

[
本
書
の
成
立
事
情

1
島
津
家
と
入
来
院
家
の
関
係

1
]

こ
う
し
て
み
る
と
､
本
書

『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
は
'
①
冒
頭
～
元
和
九
年

(
1
六
二
三
)
'
②
寛
永
元
年

(
1
六
二
四
)
～
正
保
三
年

(
〓
ハ
四
六
)
の

概
ね
二
部
分
あ
る
と
い
え
'
筆
跡
の
違
い
に
対
応
し
て
い
る
｡
①
と
②
の
接
点

(
〔図
1
〕
参
照
)
は
､
今
回

(下
)
の
範
囲
で
あ
る
｡

①
の
部
分
に
つ
い
て
は
'
こ
れ
ま
で
三
回

(上
'
中
'
下
)
に
わ
た
っ
て
見

て
き
た
｡
そ
の
記
事
内
容
は
'
日
中
両
国
に
亘
る
も
の
で

(特
に
両
国
の
神
話

時
期
､
天
皇
や
僧
侶
な
ど
の
生
没
記
事
'
中
国
王
朝
関
係
の
表
記
に
詳
し
い
)
'

総
じ
て
い
え
ば
､
特
に
仏
教
関
係
の
記
事
が
多
く
'
僧
侶
の
生
没
記
事
が
整
っ

て
い
る
こ
と

(特
に
生
日
ま
で
表
記
)
を
指
摘
で
き
よ
う
｡
さ
ら
に
仏
教
関
係

の
記
事

(仏
寺
､
僧
侶
な
ど
諸
面
)
を
通
覧
す
る
に
'
傾
向
が
明
ら
か
と
な
る
｡

す
な
わ
ち
仏
教
1
密
教
1
真
言
宗
1
新
義
真
言
宗
と
'
最
後
は
新
義
真
言
宗
に

収
赦
し
て
行
く
と
い
え
る
｡
今
回

(下
)
に
お
い
て
'
先
に
島
津
忠
良

(相
州

家
､
近
世
大
名
島
津
家
本
流
の
祖
)
･
貴
久

(本
家
十
五
代
)
父
子
と
新
義
真

言
宗

(薩
摩
坊
津

1
来
院
､
紀
伊
根
来
寺
-

新
義
真
言
宗
本
山
)
と
の
深
い
関

係
に
触
れ
た
が
'
こ
こ
で
①
部
分
'
さ
ら
に
は
本
書

『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
は
'

も
と
も
と
島
津
忠
良
ら

(グ
ル
ー
プ
)
が
､
坊
津

一
乗
院
の

｢檀
那
｣
と
し
て

同
院
の
史
的
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
L
t
相
互

(島
津
家
と

一
乗
院
)
の
関
係

を
強
調
す
る
た
め
に
､
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
密
教
系
学
僧
に
協
力

(動
員
)
さ
せ

て
､
遡
っ
て
仏
教
史
料
を
中
核
と
し
つ
つ
､
膨
大
な
史
料
-
情
報
を
集
積
し
て

編
纂
し
た
も
の
だ
と
想
定
し
よ
う
｡

②
の
部
分
は
､
寛
永
元
年

二

六
二
四
)
～
正
保
三
年

(
一
六
四
六
)
と
､

正
確
に
は
遡
っ
て
天
正
九
年

(
1
五
八

1
)
以
降
の
後
筆

(-
異
筆
)
部
分
だ

が
'
全
て
今
回

(下
)
の
範
囲
で
あ
る
｡
こ
の
期
間
-
部
分
は
'
入
来
院
重
高

(十
六
代
)
の
生
存
期
で

(天
正
七
～
正
保
四
)
'
従
来
の
①
部
分
と
は
違
い
'

仏
教
関
係
の
記
事
は
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
｡

こ
こ
に
本
書

『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
は
'
も
と
も
と
島
津
家
側
I
特
に
相
州

家
島
津
忠
良
系
の
グ
ル
ー
プ

(相
州
家
～
本
家
'
即
ち
忠
良
～
貴
久
～
義
久

･

七

山
口

隼
正



『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
つ
い
て
-
入
来
院
家
所
蔵
未
刊
年
代
記
の
紹
介
-

(下
)

義
弘
)
I
で
編
纂
'
作
成
さ
れ
て
い
た
が
､
し
だ
い
に
島
津
家
と
入
来
院
家
と

が
深
い
姻
戚
関
係
と
な
っ
た
た
め

(具
体
的
に
は
､
後
掲
の
両
家

[関
係
図
]

参
照
)
へ
あ
る
時
点
に
入
来
院
家
側
に
入
り

(副
本
か
も
し
れ
な
い
が
)
'
そ
れ

以
降
に
つ
い
て
､
重
高
が
そ
れ
に
追
筆

(-
後
輩
)
､
増
補
し
た
と
想
定
で
き

よ
う
｡
こ
れ
ほ
ど
広
範
囲
の
膨
大
な
事
項
を
収
録
し
て
い
る
本
書
を
'
地
方

(辺

境
)
の
1
地
頭
-
領
主
た
る
入
来
院
氏
が
最
初
か
ら
独
力
で
情
報

(史
料
)
収

集
し
て
編
纂
､
作
成
す
る
の
は
無
理
だ
ろ
う
｡

先
ず
入
来
院
重
聡

(十

1
代
)
の
娘
が
'
島
津
忠
良
の
子
息
貴
久

(島
津
本

家
十
五
代
)
の
妻
と
な
り
､
義
久

(十
六
代
)
･
義
弘

(十
七
代
)
･
歳
久
ら
を

生
ん
だ
こ
と
は
注
目
で
き
る
｡
こ
れ
を
契
機
に
､
両
家

(入
来
院
家
と
島
津
家
)

の
関
係
が
緊
密
に
な
っ
た
｡
試
み
に
当
時
の
両
家
関
係
図
を
作
成
し
た
の
で
､

後
掲
す
る
｡
重
高

(十
六
代
)
は
､
義
久

(島
津
家
十
六
代
)
の
孫
で
あ
る
｡

や
が
て

『御
文
書
改
帳
』
作
成
時

(宝
永
四
年
'

1
七
〇
七
)
に
'
先
に

(上
)

で
指
摘
し
た
よ
う
に
､
現
在
の
表
紙

『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
を
付
け
た
と
い
え

る
｡
因
み
に
表
紙
と
後
表
紙
は
紙
質

･
紙
色
と
も
に
同
じ
で
あ
る
｡

さ
ら
に
本
書
が
'
入
来
院
氏
の
正
統
系
図

『平
姓
入
来
院
氏
系
図
』
(入
来
院

家
現
蔵

二

番
｣
､
幕
末
の
二
十
七
代
走
経
ま
で
記
載
)
以
前
に
成
立
し
'
ま

た
薩
摩
藩
の
正
史

『島
津
国
史
』
(享
和
二
年

=
1八
〇
二
完
成
)
や
薩
摩
藩
領

の
総
合
的
地
誌

『三
国
名
勝
図
会
』
(天
保

一
四
年

=
一
八
四
三
こ
ろ
編
纂
)
よ

り
も
か
な
り
早
く
編
纂
'
成
立
し
て
い
る
こ
と
も
意
義
深
い
｡

そ
し
て
本
書

『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
は
'
先
年
紹
介
し
た

『平
氏
系
図
』
(特

に
鎌
倉
北
条
氏
系
図
草
案
)
と
と
も
に
'
入
来
院
家
現
蔵
だ
が
'
全
国
的
に
見

て
も
極
め
て
珍
重
な
史
料
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
こ
う
｡

八

(補
注
1
)
同
様
な
傾
向
を
も
つ
年
代
記
と
し
て
､
特
に

『和
漢
年
代
記
』
(長
野

県

･
光
前
寺
所
蔵
)､
『永
光
寺
年
代
記
』
(石
川
県

･
永
光
寺
所
蔵
)
'
『山
梨

県
史

資
料
編
6
』
(中
世
3
上
'
県
内
記
録
)
所
収

『王
代
記
』
『勝
山
記
』

を
挙
げ
て
お
こ
う
｡

(補
注
2
)
本
書
に
お
い
て
､
中
国
関
係
最
後
の
記
事
は
乙
酉

･
長
治
二
年

(
1

1
〇
五
)
の

｢黄
山
谷

(黄
庭
堅
'
北
宋
詩
人
)
卒
､
九
月
晦
日
｣
(頭
書
)

で
あ
る

(中
､

1
八
ペ
ー
ジ
)0

(補
注
3
)
因
み
に
重
高

(十
六
代
)
の
筆
跡
と
し
て
､
〔庶
流
入
来
院
家
文
書
〕

に
重
高
書
状
な
ど
が
見
え
る
が

(『入
来
文
書
』
所
収
'
昭
和
三
〇
年
)
'
最

近
､
そ
の
原
物
を
現
地
で
拝
見
で
き
た

(二
〇
〇
三
年

二
一月
､
入
来
町
麓

･

入
来
重
朝
氏
宅
)
0

(補
注
4
)
こ
こ
で

｢号
幹
仁
'
天
皇
｣
と
あ
る
の
は
'
恐
ら
く
書
写
の
際
の
混

入
で
'
錯
誤
だ
と
い
え
る
｡
そ
も
そ
も

｢号
幹
仁
｣
と
は
後
小
松
天
皇
の
こ

と
で
'
実
際
､
｢百
二

後
小
松
院
｣
項
の
割
書
に

｢号
幹
仁
｣
と
見
え
る
｡



◎

[戦
国
～
江
戸
初
期
'
入
来
院
家
-
島
津
家
関
係
図
]
(注
S
)

〔島
津
家

〕

(相

州
家
)

5
(本

家)
6;:'･I.::

J

女
(
御

平
)

7

8

9

義
弘

-家

久
-

光
久

義
虎

(薩
州
家
)

忠
隣
(歳
久
養
子
)

忠
栄
-
久
基

t

_
+
_
_
0
.
0
0
4

6

(

忠

富

､

重

国

)

忠

隣

(薩
州
家
よ
り
)

歳
久
(晴
蓑
)-

女

(
又

六

)

｣

九

女
(雪
窓
妙
安
)

T

十

女
(然
芳

昌

了

)

(垂
水
家
)

忠
将

以
久
丁

描

…
)

(宮
之
城
家
)

尚

久

女
(節
心

英
忠
)

3

4

※
入
来
院
家
当
主
に
は
'
[〓

∪
で
囲
み
'
肩
に
算
用
数
字
を
つ
け
'
代
順
を
示
し
た
｡

島
津
家
(本
家
)当
主
に
は
'
算
用
数
字
の
み
付
け
た
｡

山
口

隼
正



『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
つ
い
て
-
入
来
院
家
所
蔵
未
刊
年
代
記
の
紹
介
-

(下
)

[凡
例
]
以
下
'
本
書

(『
日
本
帝
皇
年
代
記
』)
の
最
後
の
部
分

(下
)
を
翻
刻

す
る
｡
特
に
後
輩
部
分
は

『

』
で
囲
ん
だ
｡
な
お
今
回

(下
)
の
部
分
に
見

え
る
送
り
仮
名

(カ
タ
カ
ナ
)
な
ど
は
採
用
し
た
｡
ま
た
頭
書
の
部
分
は
､
便
宜

上
､
該
当
年
の
末
尾
に

｢

｣
(頭
書
)
と
し
て
配
列
し
た
｡

(承

前
)

↑
巳
文
保
最

忙
謁

F
.j
錯

綜

諸

絹
詔

,芋

三
歳
'

(1率
)

(1I#
)

戊
午
二
謂

蛸
謂

拒
紅
絹

勺
謂

'軋
)S
大
納
言
為

世

卿
撰
之
､

(忠
子
)

後
宇
多
第
二
子
､
･母
藤
原
内
大
臣
師
経
女
'
談

天

門

院
､

柚
十
後
醍
醐
天
皇

薄
尊
治
'
三
十
歳
即
位
t
.治
十
三
年
'
暦
鷹
二
年
八
月
十
六

日
崩
､
五
十

一
歳
､

己
未
元
鷹
四
月
廿
八
日
改
元
'
聖
徳
太
子
入
滅
巳
後
七
百
年
也
'

(約
翁
)

庚
申
二

五
月
十
九
日
南
禅
寺
徳

倫

入
滅
､
七
十
六
歳
'
誌
憐
燈
国
師
､

辛
西
元
亨

二
月
廿
三
日
改
元
'
趨
宋
英
宗
即
位
至
治
元
年

壬
成
二

発
亥
一二

甲
子
正
中
㌍

朋
別
報

㌍

細
的
璽

不
謂

縄

(後
事
多
)

1
0

(
二
粂
)

乙
丑
二
十
二
月
十

一
品

後
拾
遺
廿
巻
撰
之
､
為

藤

卿
奏
之
'

丙
-

暦
如
朋
鮒
締

約
的
針

之
,

(二条
)

丁
舛
二

戊
辰
三
速
宋
明
宗
即
位
天
暦
元
年

己
巳
元
徳

(足
利
)

槍
宋
文
宗
即
位
至
順
元
年
､
義

詮

誕
生
'

庚
午
二

四
月
廿
七
日
根
来
寺
蓮
華
院
賓
尊
法
印
入
滅
､

｢日
吉
行
幸
｣
(頭
書
)

(醍
醐
)

-

蛮

小
冊
仰
班

節

駈
雛

頂
酉

酉

天

皇
流
干
隠
岐
国
'
(注
-
)

(率
子

)

仙
十
光
厳
院
後
伏
見
第

享

母
虞

義

門

院
､

壬
中
主

錨

絹

溜

位
'
三
月
廿
三
｡
宮
方
年
号
始
之
､

六
月
四
日
後
酉
酉
天
皇
自
伯
者
圃
入
洛
'
文
観
上
人
自
薩
州

栄
西
三
硫
碩
嶋
坂
洛
'
五
月
廿
二
日
相
模
入
道
滅
亡
'
源
氏
出
世
､

｢趨
宋
順
宗
即
位
元
統

元
年
｣
(頭
書
)
(北
条
高
時
)

甲
成
建
武
絹

榊
附
錯

節

詔

印
篭

重
神
､
竿

六
歳
､

(空

海
)

〔帝
〕

〔元
脱
力
〕

乙
亥
二
途
宋
順

宗

至

元

年



(足
利
)

正
月
十

1
日
尊

氏

上
洛
'
新
田
義
貞
合
戦
'
尊
氏
鎮
西
下
向
､

丙
子
三

九
月
五
日
根
来
寺
良
殿
僧
都
入
滅
'
七
十
三
歳
､

｢宮
方
延
元
元
年
也
｣
(頭
書
)

(宗
峰
妙
超
)

丁
丑
四
大

燈

図

師

入
滅
､
十
二
月
甘
二
日

仙
十
光
明
院
後
伏
見
第
二
子
'
母
同
上
'
廿
八
歳
即
位
､
治
十
二
年
'

戊
寅
暦
鷹
八
月
廿
八
日
改
元

己
竺

鮒
馴
+K
甑

溜

酉
天
皇
崩
'
五
十

1
歳
､

庚
辰
三
宮
方
興
国
元
年

↑
亥
三
㍍

肘
錯

絹
鯛
開
削
純
絹

縄

詔

縄

辛巳四

〔帝
〕

趨
宋
順
宗
至
正

元年

自
神
武
天
皇
二
千
年
也
'

基
氏
誕
生
､
(注

17)

(足利
)

壬
午
康
永

四
月
廿
七
日
改
元

発
未
二
根
来
惣
持
院
頼
秀
法
印
誕
生
､

甲
申
一二

乙
酉
貞
和
銅

冊
㍍

硝
㌍

齢

鯛
,n
駅
㈹
鵬
鮒
絹
針

也
,

(真
染
)

戊
子
四
に
詔

胃

相
相
関
雛

五
十
三
歳
､

己
丑
五

(三
粂
)

仙
十
出
和
酢

醐
順
緋
㌍

了
､
母
三
位
局
'
内
大

臣

公

秀
女
'

庚
寅
観
鷹
二
月
廿
七
日
改
元

〔窓
〕

(疎
石
)

辛
舛
二
九
月
晦
日
夢

忘

国

師

入
滅
､
七
十
七
歳
'

百
代

後
光
厳
院

摘

鰻

等

指

摘
紀
㌔

弥
仁
､
治
十
九
年
'

工
111
L
<
和

'.,JM

:.
.'･)I
.
:.'1,.1..I:...,I......:::
∵

'=.I.I;.二

'-

(聖
増
)

発
巳
二
中
性
院
聖

僧

都
誕
生
'

(其
福
寺
)

申
年
一二
十
月
廿
五
日
尾
州
大

須

開

山
能
信
上
人
入
滅
､

乙
未
四

丙
申
延
文

三
月
廿
八
日
改
元

(秀
子
)

陽

禄

門

丙
成
二

〔関
〕

虎
開

和
尚
入
滅
､

六

十
九
歳
､
宮
方
正
平
元
年
也
'

風
雅
集
廿
巻
歌
数
二
千
二
百
首
'
花
園
院
御
自
撰
也
､

山
口

隼
正



『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
つ
い
て
-
入
来
院
家
所
蔵
未
刊
年
代
記
の
紹
介

-
(下
)

丁
層
二
薩
詔

津
始
建
立
海
印
寺
'

(足
利
)

戊
成
三
㍍

附
那
鞘

招

㌔

1招
鯛

鮎

鮎

酢

鴇

十
四
歳
'

(足
利
)

己
亥
四
榊
紺

調
貼

附
細
網
等

二
百
六
十
五
首
撰
之
'

(二条
)

庚
子
五
沙
門
照
覚
於
豊

前
刻
五
百
羅
漢
へ

石
屋
和
尚
出
家
､
十
六
歳
､

(真
梁
)

〔九
〕

辛
丑
康
安
三

月
廿
七

日
改
元

〔廿
三
】

壬
寅
貞
治
九
月
廿
日
改
元

発
舛
二
四
月
廿
日
新
拾
遺
廿
巻
歌
数
千
九
百
十
二
首
撰
之
､

民
部
卿
為
明
朝
臣
奏
之
､

(二
条
)

甲
辰
一二

乙
巳
四

丙
午
五

･
正
月
十
三
旦
向
野
山
宝
性
院
快
成
入
滅
､

1
乗
院
頼
俊
法
印

丁
未
六

誕
生
'
四
月
廿
六
日
基
氏
死
去
'
廿
八
歳
'
十
二
月
七
日
義
詮

死
去
､
肝
八
歳
､

(足
利
)

(足
利
)

戊
申
磨
安
二
月
十
八
日
改
元
､
大
明
太
祖
洪
武
元
年

己酉二

庚戊三宮方建徳元年也､善光寺炎上'
(舵)

憂国融院開謂甥鎧鎧㌍雌詔的‥肘露Ⅶ位'

辛-:.i .2:: ;,.. := '1. .I,:= '.'''.= ''...,..; I.I ': .:. :.= '.:..: 'HJ '.･';:, I; I."''=.I:..i :+, I:I.:, =..:,,;

壬子五官方文中元年也'

発丑六中性院聖融法印誕生'

示寅七三月十三孟野山資性院信弘入滅へ
乙舛永和二月廿七日改元'宮方天授元年也､

丙辰二五月晦日中性院聖憲僧都入滅'六十八歳'

丁巳三後小松院誕生'

戊午四

(円爾弁円)

亡-.i=''二''',2',::. '':'':㍉∴;. I.. I..=,;.I,1'･'::.i': ''''':I:.i: .='', I. I,''.I



庚
申
二
始
建
鹿
苑
院
'
根
来
智
積
院
長
盛
法
印
誕
生
'

辛
酉
永
徳
翫

鮒
如
削
蛸
甑
鮎

詔

的
約
%
F
'

(二条
)

(
三粂
)

窟

小
松

院
鯛
調

Of
l鷺

沼

軸

調
般

臣
㌍

雌
難

離
#
l鴇

即
位
､

壬
戊
二
始
建
相
国
寺
､

発
亥
三

甲
子
至
徳
二
月
廿
七
日
改
元
､
宮
方
元
中
元
年
也
､

乙
丑
二
山
城
守
護
始
山
名
氏
清
也
'

(足
利
)

丙
寅
三
二
月
十
二
日
勝
定
院

義

持

誕
生
'

丁
舛
嘉
覇

八
月
廿
三
日
改
元

戊
辰
二

〓二
こ

己
巳
康
鷹
二
月
九
日
元
改

(無
関
普
門
)

庚
午
明
徳
三
月
廿
六
日
改
元
'
大

明

国

師

百
年
也
'

(姦
霊
)

辛
未
二
代
詔

剛
謂

醐
朋
鞘

Pj
QP
氏
清
打
死
､

(後
亀山
)

壬
申
一二
糾
醐
謂

鵬
捕
縄

醐
鮎

的
凋
自
崎
山
大
覚
寺

四
月
廿
六
日
嶋
津
氏
久
逝
去
､
法
名
齢
岳
､
号
即
心
院
殿
'

栄
西
四

五
月
四
日
後
園
融
院
崩
､
肝
六
歳
'
八
月
廿
二
日
夜
南
禅
寺

炎
上
､
(注
18
)

(足
利
)

I-
-

衣
..'
'.:'∴
,il''':''.I.,
.,
..I.
.
,..';;.,,:'=:;:
.;mL:.:.:二

.:.I..
1m'.I,:..i'.I.
''

(Il聡
)

乙
亥
二

丙
子
三

丁
丑
四
十

一
月
十
七
日
夜
建
仁
寺
炎
上
'

(興
国
寺
)

(無
本
覚
心
)

諾

瓦

.=
:;=1I.:
::...I..:I-'L.I.(:I..ll''.?'i....:.I.,
.'':
こ
I

己
舛
六

十
二
月
廿

盲

大
内
義
弘
謀
叛
､
於
和
泉
境
討
罰
了
'

庚
辰
七

(土
御
門
)

草
巳
八
鯛
鮒
鵬
醐
㌍

夏

九
｡
内

裏

炎
上
'

壬
午
九

(成
祖
)

-

十

､'..,''.
.

.;
｣
1
4.t'2..I.I.'=,::
...,
.]
:'L.,:I.'L.一:''.'''
喜

'

山口隼正



『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
つ
い
て
t
入
来
院
家
所
蔵
未
刊
年
代
記
の
紹
介
-

(下
)

甲
申
十

一

乙
酉
十
二
大
洪
水

酉
成
十
三

(聖
増
)

丁
亥
十
四
三
月
廿
三
日
中
性
院
聖

僧

都
入
滅
'
五
十
五
歳
､

(足
利
)

戊
子
十
五
五
月
六
日
鹿
薗
院
義

満

死
去
'
五
十

一
歳
'

己
丑
十
六

庚
寅
十
七

車
外
十
八

五
辰
十
九

〔巳〕

発
己
廿

(日
野
)

後
小
委
院
第

一
子
'
母
従
三
位
藤

原

資
子
､
光
範
門
院
'

頚
輪
光
院

十
三
歳
即
位
､
治
十
四
年
'
諌
窮
仁
､
改
賓
仁
'
正
長
元
年

七
月
廿
日
崩
'
廿
八
歳
､

甲
午
廿

一
六
月
九
日
大
雪
降
'

千
光
国
師

二
百
年
忌

(明
庵
栄
西)

乙
未
廿
二
建
長
寺
炎
上
､

四

膏

廿
三
絹
謂

"+
謂

閥
甜
鋼

船
鯛
㌃

滅
､
七
十

一
歳
,

丁
酉
廿
四

戊
成
廿
五

己
亥
廿
六

六
井
高
莞

封
馬
寄
合
戦
､
大
唐
使
来
'

庚
子
一
手

七
早
魅
､
飢
僅
'

辛
丑
二
十
八
疫
病
有
人
大
死
'

-

二
丈

:.i･':=.,'=;....
.'5
.:..I.,.t'.I::..I:.AI':.I;I:.1't2..I.:::,I...二

'.

::=',.i,
..,''''

(其
染

)

発
%
l.l志

朗
.n
虻
現
附
鰻

弱

詩
砧

鰻

耶
供
聖

九
歳
'

(寂
霊
)

甲
辰
三
十

一

乙
巳
三
十
二
絹

代
鰻

棚
駆

炎
上
､
大
洪
水

丙
午
三
十
一二
大
明
宣
宗
宣
徳
元
年

丁
未
三
十
四

窟

花
園
院
絹

閥
讐

弾
開

場
網
棚
㌍

堰

｡
位
源
重
有
女
'

(章
子
)



(足
利
)

戊
申
正
長
謂

開

削
約
㍍

諸

鳩
舶
頂

四
十
三
歳
へ

己
酉
永
事

庚
成
二

幸
亥
三
根
来
妙
音
院
頼
馨
法
印
誕
生
､
尾
州
人
也
'

王
子
四

発
丑
五
後
小
松
院
崩
､
五
十
七
歳
'

(空

海
)

-

六
兆
縦
軸
欄
鮎

甑
週

絹

的
舶
J

乗
院
頼
政
法
印
誕
生
､

(京
都
)

乙
舛
七

【英
〕

丙
辰
八
大
明
宣

宗

正
統
元
年八

坂
雲
居
寺
炎
上
t

T
巳
九

(足
利
)

戊
午
十
鎌
倉
単
向
於
永
安
寺
持

氏

皇

Pt
(注
19
)

(飛
鳥
井
)

己
未
十

一
新
績
古
今
撰
之
､
雅

世

奏

之
､

庚
申
十
二

(足
利
)

三
月
十
三
日
大
覚
寺
殿

義

辛
酉
-

忙
馴
寸
描

㈹
㌍

普
光
院
殿
義
教
被
打
干
赤
松
､

(足利
)

(満
祐
)

壬
成
二
三
月
廿
六
日
薩
易
滑
津
賓
相
院
空
智
僧
都
入
滅
､
八
十
五
歳
'

発
亥
孟

胴
整

&甑

雛

絹

場
内
募
入
強
盗
'
殿
中
悉
焼
失
へ

(足
利
)

甲
子
文
安七

月
十
九
日
中
性
院
聖
融
法
印
入
滅
､
七
十
三
歳
､

乙
丑
二
絹

張

報

覗

政
秀
法
印
入
滅
'
七
十
五
歳
'

(師
錬
)

丙
寅
三

丁
舛
四
四
月
二
日
南
禅
寺
炎
上
'
七
月
五
日
天
龍
寺
炎
上
､

戊
辰
五

己
巳
賛
徳
七
月
廿
八
日
改
元

(疎
石
)

庚
午
二
大
明
景
泰
元
年
､
夢
窓

国

師
百
年
忌

辛
未
一二

壬
中
辛
徳
永
平
道
元
和
尚
二
百
年
忌

発
酉
一
一

甲
成
三
二
月
廿
旦
向
野
山
明
王
院
勝
義
法
印
入
滅
'
七
十
四
歳
､五

山
口

隼

正



『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
つ
い
て
ー
入
来
院
家
所
蔵
未
刊
年
代
記
の
紹
介

-
(下
)

〔五
〕

乙
亥
康
正
七
月
廿
六
日

改
元

丙
子
二

(足
利
)

(
マ

マ
)

↑
丑
長
禄
描

.'
詔
鰐

窮

摘
録
鵬
.<
%
･
七
十
八
歳
,

戊
寅
二

大
風

己
舛
一二
大
風

庚
辰
寛
正
百
日
大
雨
､
三
月
洪
水
､

辛
巳
二

一
天
下
飢
僅
'
人
多
死
､

壬
午
一二

発
未
四
嶋
津
忠
昌
誕
生
'

丁
亥
鷹
仁

三
月
五
日
改
元
､

二
月
廿
八
日
粉
河
寺
焼
失
､

｢京
都

一
乱
｣(頭
書
)

六

甲
申
五

乙
酉
六

絹

針
舵
.nR
絹
大
星
流
､
其
聾
如
迅
雷
'

富

士
御
門
院
後
花
薗
院

l
子
'
号
幹
仁
'
天
皇
､
諌
成
仁
'

(補
注
4
)

雨
成
文
是

朋
鮒
盟

約
!R
､
此
年
有
大
著

､

治
肝
五
年
'

城
子
二

己
丑
文
明
川
詔

鵠

S
IF
針

頼
憲
法
印
入
滅
､
七
十
二
歳
,

〔玄
)

噴
空

.1..I

..:.;=,.I.二

.,';.I..'''=■■;I.:I:

.

.;.i.I;.i''-:.I:I..:...I..:
''

.

辛
舛
三

壬
辰
四

〔巳
〕

発

己
五

(玄
忠
)

甲
午
六

四
月

盲

嶋
津
立
久
逝
去
'
法
名
節
山
､
号
龍
雲
寺
殿
'

乙
未
七

丙
申
八

↑
酉
九
絹

朋
齢

謂

凋
納
謂

無

箇
｡
如
闇
夜
'

戊
戊
十

(円
爾
弁
円
)

己
亥
十

一
聖

一
図

師

二
膏
年
忌

庚
子
十
二

辛
丑
十
三



壬
寅
十
四
四
月
十
九
日
中
性
院
聖
覚
法
印
入
滅
'

(足
利
)

発
舛
十
五
日
朝
庭
之
御
赦
免
状
下
鎌
倉
殿
成

氏

'

甲
辰
十
六

乙
巳
十
七

両
年
末

糾
那
肘
醗
…
鰻

'銅

鐸

虹
雛

,講
堂

.
鐘
楼
堂

.

丁
末
長
事大

明
弘
治
元
年

(武
蔵
)

戊
中
二

開
東
御
所

･
管
領
於
高
見
原
合
戦

〔関
〕
(足
利
成
氏
)
(上
杉
顕
定
)

己
酉
延
徳
嶋
津
忠
治
誕
生
'

(寂
盤
)

(無
関
骨
門
)

庚
成
二
通

幻

和
尚
百
年
也
'
大

明

図

師

二
百
年
忌
'

辛
亥
三

【九
〕

王
子
明
鷹
七
月
十
七

日

改
元

(足
利
穀
材
)

発
5
.
-
I..:.,:.;=.I.I..了

工

∵
.'''
,I
:
.....;I:'
∴

,:.
;;･.(.:...:I.:I.:Z;I:I.:I:I.:='.I...I:...I.

甲
寅
一二

(大
和
)

(経
安
)

乙
外
四
長

谷

寺
炎
上
'
七
月
五
日
薩
州
村

田

傷
害
'

妄

悉
滅
亡
'

丙
辰
五

丁
巳
六

嶋
津
忠
隆
誕
生
'

戊
午
七
齢

か
錆

紅

絹

昔

'
同
廿
八
｡
大
地
震
､
人
多
死
､

(源
)

菓

八
㍍

f
詔

醐
醐
絹

謂

悶
約
絹

縄

七
十
八
歳
'

庚
申
九

相
後
柏
原
院
後
土
御
門
院
御
子
へ

(鹿
児
島
郡
)
(守
環
)

辛
酉
文
亀
十
月
廿
四
日
福

昌

寺

泰

雲

和
尚
遷
化
'
六
十
八
歳
､

(飯
尾
)

壬
戊
二
七
月
廿
九
旦
蒜

宗

祇

逝
去
'

-

≒

二

.,:.:
I::;I.==..:'..:I.'':I;Z.:...,
∴

二

.I..'L.:.:.i..:,12'∴
Z.I:'
',..
=
.
=..

〔両
〕

甲
子
永
正
畠
山
西

家
和
与
､

乙
丑
二

丙
寅
三

摘

佃
謂

桝
津
慶
大
寺
徳
厳
和
尚
遷
化
､
八
十
三
歳
,七

山
口

隼
正



『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
つ
い
て
-
入
来
院
家
所
蔵
未
刊
年
代
記
の
紹
介
-

(下
)

↑
叩
凹
;:
.:.iI.,i.,..,'',I..I,:::;.,..,]5.2.I,T
;7..='Z.=;..:.:='.I.I.=I::.;I

二
月
十
五
日
嶋
津
忠
昌
自
害
､
四
十
六
歳
'
法
名
園
重
源
鑑
､

戊
辰
五

号
興
国
寺
殿
'
六
月
上
旬
建
立
大
興
寺
'
開
山
頼
政
法
印
'
檀
那
忠
治
'

己
舛
十
六

八

四
月
四
日
島
津
忠
隆
依
施
療
逝
去
'
二
十
三
歳
､
法
名

輿
岳
龍
盛
'

【興
〕

｢今
出
川
殿
義
材

御
上
洛
｣(頭
昏
)

(鹿児島
郡)

(足
利
)

己
巳
六

(摂
津
)

(河
内
)

庚
午
七
八
月
七
日
大
地
震
､
天

王

寺

･藤
井

寺

没
落
､

(偽
印)

(山
城
)

(澄
元
)

-

iJ
'..),I,I.I:.
'''=:
;:;.1';I:..三

....:
:M三

.i｡..1','':'

.i.I.I....'J
.
II:
'

'2''''.

壬
申
九

.

-

↑

'-I..::.:I.:,I;;:.I;(
(.:li:.∵
.I.,).M.I.:,;I.''.....I:
..J,㍉

'.

甲
成
十

一

(明
庵
栄
西
)

建
仁
開
山
千

光

図

師

三
百
年
也
､

六
月
五
日
根
来
寺
妙
音
院
頼
馨
法
印
入
滅
､
八
十
五
歳
､

乙
亥
十
二
八
月
廿
五
日
嶋
津
忠
治
逝
去
'
二
十
七
歳
｣
法
名
蘭
窓
津
友
'

｢正
月
十
一
旦
向
野
山
集
合
作
乱
｣(頭
書
)

(国
秀
)

丙
-

二
琵

鮒
臥
朋
棚
糾
露

凋
碍

一
絹

鯛
鯛
開

兵
船

丁
丑
十
四

-

↑
車

..;I.=.;i:;..;1.和
::.;I-I:.t':.I:.I,ZL二

.
;,.(..,.,I.,.:I;.I.-.'=;Jt:::i';=L:2:5''..=.Z.''-I:Z::''..I

庚
辰
十
七

二
月
廿
二
日
一
乗
院
頼
政
法
印
入
滅
'
八
十
八
歳
'

辛
巳
十
八
大
永

四
月
廿
五
日
備
中
兵
船
坊
津
焼
梯
'

｢二
月
十
二
日
高
野
山
炎
上
｣(頭
審
)

壬
午
二
嘉
靖
元
年

-

.1.-

.,I.='...I.:ill.'',;

.'ニ
:日
,
:'
i;
.I,::.(I.:.!''''.='::.::.'='.i.;
.1,.:..:I,..=i'
二

三
一.i.:
F,:=
''

(瑞
佐
)

甲
申
四

乙
酉
五

.

.
丙
戊
六

四
月
七
日
後
柏
原
院
崩
御
'

蛸
後
奈
良
院

丁
亥
七

戊
毒

禄
M
請

l;
i
.詣

鞘

蛸
闘
絹

貼

糾
溜

五
十
五

己
丑
二
六
月
十
六
日
頼
全
法
印
入
滅
､
八
十
歳
､

虜
寅
一二

辛
外
四
如
来
滅
後
二
千
四
百
八
十
年
也
､



壬
辰
天
文

発
巳
二

(空
海
)

甲
午
三
弘

法

大

師
入
定
巳
後
七
百
年
也
､

乙
未
四
十

一
月
十
二
日
小
池
玄
性
法
印
入
滅
､

丙
申
五
㍍

肘
齢

肇

水
雲

≡

寸
'
其
形
不
同
也
'

丁
酉
六

戊
成
七
十
二
月
廿
九
日
薩
州
加
世
田
知
行
､
嶋
津
貴
久
'

己
亥
八
福

謂

開

錯

姻
㌍

頂
入
'

庚
子
九
九
月
十
二
日
大
風

辛
丑
十
八
月
十

百

大
風

壬
寅
十

一

発
舛
十
二

甲
辰
十
三
嶋
津
判
官
忠
久
薩
｢
下
向
以
後
三
百
五
十
年
､

乙
巳
十
四

丙
午
十
五

丁
未
十
六

六
月
廿
八
旦
畏

山
檀
上
鐘
鋳
､

戊
申
十
七

己
酉
十
八

庚
成
十
九
七
月
十
八
日
大
火

-

孟

細
醐
讐

㌘

折
錯

諸

;
+
四
品

等

炎
上
,

十
月
十
二
日
龍
厳
寺
塔
婆
折
立
'
六
月
五
日
圃
明
寺
供
養
'

壬
子
二
十

一
道
師
酉
酉
三
宝
院
前
大
僧
正
義
勇
井
職
衆
六
十
人
'
十

弟
子
四
人
有
舞
楽
蔓
茶
羅
供
'

発
丑
二
十
二
八
月
十
二
日
塔
婆
柱
立
礎
居
､

甲
寅
二
十
三
十
月
三
日
岩
叙
嶋
津
貴
久
知
行
'

坊
津

一
乗
院
塔
供
養
千
部
合
'
自
十
月
十
八
日
､

乙
舛
弘
治

緒

.1.1nEnQ
相

済

娼

路

有
大
量

羅
供
,
道

〔導
〕
師

小
池
坊
玄
督
法
印
左
畢
頭
｣
(頭
書
)

丙
辰
二
八
月
二
日
小
池
玄
馨
法
印
入
滅
､

九
月
五
日
後
奈
良
院
崩
御
'
六
十
二
歳
､

丁
巳
三

蒲
生
封
治
,
四
月
十
九
日
落
城
,
嶋
津
貴
久
知
行
,

｢九
月
廿
六
日女
一宮
大
聖
殿
崩
御
J(頭
書
)

九

山
口

隼
正



『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
つ
い
て
1
人
来
院
家
所
蔵
未
刊
年
代
記
の
紹
介

-
(下
)

(正
親
町
)

今
上

皇

帝

戊
午
永
禄

己
未
二

庚
申
三

正
月
廿
七
日
帝
即
位
､

辛
酉
四

壬
成
五

発
亥
六

甲
子
七
鏑

醐
鯛
鮒
絹

的
璃

絹

i
T
ll鞭

百
八
十

1
年
也
､

(足
利
)

乙
丑
八

五
月
十
九
日
義

輝

生
害
t

丙
寅
九

r
帥
卜
.那
..'J.
.I..;I..1.I,...,(
I.'':.I:..I..''':.;1'J..;.=i
'...:
l=2.:｡..
.
.:.''2'=..2:I.,∴

‥;':,;

戊
辰
十
一

(忠
良
)

十
二
月
十
三
日
島
津
相

州

死
去
'
法
名
号
梅
岳
常
潤
'

六
月
八
日
飲
肥
伊
東
知
行
､
八
月
廿
日
飯
野
者
伊
東
陣
'

九
月
義
秋
御
入
洛
､
五
月
七
日
妙
富
死
去
､

(足
利
義
昭
)

｢五
月
自

廿
六

日
潤
十

二
日
マ
デ
大
雨
'
依
洪
水
岳
崩
烈
'
人
多
死
ス
｣
(頭
書
)

○

正
月
廿
日
山
野
相
良
へ
屋
形
方
ヨ
リ
去
'
四
月
五
日
己
卯
巳

魁
大
地
震
'
自
神
武
天
王
二
千
二
百
肝
年
也
'
五
月
六
日
丁

己
巳
十
二
戊
出
大
口
求
麻
衆
百
十
五
人
打
取
'
七
月
十
四
日
伊
東
大

夫
殿
死
去
､
同
十
四
日
伊
東
衆
真
幸
引
陳
'

｢九
月
十
四
日
大

口
屋
形
入
部
'
高
城
郡
薩
州
知
行
｣(頭
書
)

(義
益
)

庚
午
元
亀

.
(鳥
紳
義
久
)

正
月
五

日

屋

形

隈
城
知
行
､

三
月
九
日
忠
平
邪
答
院
知
行
､

(島
津
弟
弘
)〔郁
〕

辛
未
二
糾
朗
輿

.1:
消

寺
焼
亡
､
蜜

堂
衆
僧
御
若
衆

芸

迄

九
月
四
日
己
丑
'
於
真
幸
院
伊
東
衆
四
百
廿
人
打
取
､
北
門

壬
中
一二
大
将
三
人
也
'
九
月
廿
七
日
下
大
隅
早
崎
御
屋
形
ヨ
リ
御
着

陳
'

8
J.e
=
歪

'1:I.''.i.'AI.I.
;
.肌
'.I:.'''.
.''
H
j
:::.Z;.:I-.=...'',I
.'''.:I:二

㍉

正
月
廿
日
牛
祢
城
義
久
御
知
行
､
同
十
九
日
肝
付
ヨ
リ
子
シ

甲
戊
二

附
鵬
詔

ro
鮎

銅
-銅

銅
儲

弛
仕
､
五
月
九
｡
廻
城
'

｢四
月
廿
五
日
酉
魁
大
顧
降
り
｣(頭
番
)

乙
亥
三
三
月
十
五
日
ヨ
リ
於
磨
嶋
犬
追
物
有
'
同
三
日
'

丙
子
四
齢

最

帯

姻

醐
犀
雛

鮎

絹
研

､
小
林
須
木
内
木

九
月
廿
七
日
夜
ヨ
リ
至
霜
月
中
､
西
富
星
モ
ヱ
-
､

丁
丑
五

鮒
虻
盟

が
謂

絹

鮎

蝿
鞘

ノ
内
｡
歪

伊
東
滅
亡
'

｢十
一月
十
三
日
ヨ

-
十
五
日
迄

於
鹿
見
場
犬
追
物
ア
リ
｣
(頭
書
)



戊
寅
六

九
月
十
五
日
日
向
石
城
着
陳
'
同
晦
日
落
城
ス
'

己
舛
七

庚
辰
八

辛
巳
九

(肥
後
)

『水
俣

城

落
城
』

(紙
田
)

壬
午
十
㍍

1絹

絹

銅

銅

H

,吾

斐
武
｡
戦
亡
無
跡
'

(光
秀
)

(秀
吉
)

発
未
十

一

甲
申
十
二

乙
酉
十
一二

丙
成
十
四

(豊
臣
秀
吉
)

丁
亥
十
五
関

白

薩

摩

下
向
､
九
品
諸
侍

義

二
心
及
手

二
付
給
草
､

戊
子
十
六

〔左
〕

己
丑
十
七
関
東
八
ケ
大
守
北
条
佐

京

太
夫
氏
直
没
落
､

庚
寅
十

八

辛
舛
拾
九

壬
辰
文
禄

【浜
〕

高
麗
為
戸

海

'
九
州
肥
前
国
名
護
屋
津
石
山

陳
付
'

〔開
〕

太
閤

高
麗
入
名
護
屋
御
下
向
､
諸
軍
勢
五
月

1
日
高
麗
都

二
打
入
､
七
月
十
八
日
晴
蓑
逝
去
'

(島
津
歳
久
)

発
巳
二
大
目
早
'
四
月
朔
日
ヨ
リ
七
月
四
日
迄
'

甲
午
三

乙
未
四
謂

謂

鵬
相
関
醐
描

卵
鮒
空

曹
ル
､

(豊
臣
秀
次
)

丙
申
慶
長

『高
麗
後
ノ
奥
入
､
従
肥
後
高
麗
､
我
等
も

丁
酉
二

五
月
相
渡
'
七
月
十
五
日
夜
番
船
崩
を
直

二
奥
入
'

八
月
十
五
夜
南
門
之
城
落
､
』

M閣〕
(秀
吉
)

戊
成
三
融
酢

蛸

い
鞭

十
｡
､
今
ノ
豊
国
大
明
神
是
也
'

三
万
三
千
人
唐
人
於
御
陳
被
討
'

-

四
二

;I,.:.,:･=...=.:i.'･'=.:.'.I..lL.I..:
I:.I.;:I..:..:･'''.:qt.;,.'.[
ニ=,;･:i.i.'
=:
='.I;'㍉

.II.I..

庚
子
五
賢

的
醐
虹
誼

即

福

相
㌫

畑
に
':
･it成
'
濃
書

木

辛
丑
六

(寂
歪
)

壬
寅
七
通
幻
和
尚
三
百
五
十
年
忌

(押祇
)

発
舛
八
『
小

｢

将
横
関
ケ
原
以
後
､
始
テ
御
上
洛
｣
』
(注
空

(島

津忠恒
‖家
久
)

(島
紳
)

(盃
高
母
)

甲
辰
九
鮎

鮒
瑠

嫡
女
御

平

棟

十

万

十
二
品

遠
行

山口隼正



『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
つ
い
て
-
入
来
院
家
所
蔵
未
刊
年
代
記
の
紹
介
-

(下
)

(島
津
忠
恒
=
家
久
)

乙
巳
十

一『
中

将

腰
雨

度

目
ノ
御
上
洛
､
予
亦
令
供
奉
'
』

丙
午
↑

一
紙

朋
,<
鏑

鵬
錦
璃

領
菱
刈
湯

.
真
幸

丁
未
十
二

『
正
月
有
私
宅
焼
､
』

戊
申
十
三
甑

㍍

鮎

網
縞

鯛
縞

紅
絹
瑠

来
'

己
-

四
翫

靴
的
絹

禰
認

蟻
鏑

貼

附
謂

仙難

鯛

､

(島

津)

庚
成
↑
五
帖
駅

訊
.凄

久

琉
球
王
位
以
御
同
心
江
戸

へ
御
下

(押
紙
)

辛
亥
↑
六

貼
郎
朋

聖
｡

｢貫
明

様
御逝
去
'
清
鋪
｣
之

(島
津
義久)

壬
子
十
七

『鹿
児
嶋

へ
移
､
各

一
所
持
諸
侍
御
座
所
移
シ
給
'
』

(押
紙
)

発
丑
十
八
『
｢
御

分

国
有
御
配
昔
｣
相
替
'
入
来
院

へ
知
行
拝
領
､
』

(徳
川
秀
忠
)

=･
-

九

二

.i.:...I.i,.,::
:
;'''.I;..'
't:I...:.t.,,'=
'
.〟.=相
,工

.:....>..
I.'2.22.=.I.'T.=.
..,''W
..:...(

乙
印
元
和

し■,.･=｡
'.r::.:.=='';.JJ..:
I..2'...I:,:'=;:]
''/
''.:

(島
津
光
久

)

内
.1Z
.J
..i.I.I./I.:..,言

-守

+.
:..'Z.∴
㍉

...:..二
十
'....㍗

↑巳三関馴雛醐瑚競闘肇 候､『予有業病'

戊午四開日露約㍍･L三三潤三四月雨也､依之

〔閏〕

己未五扇肘塁:Br鵬鮎細削相場離様御名日､』

(令)

(磨消シ)(島紳義弘)

.春雨多､四月十二日三角四角霧降'御配昔'

庚申六又五月三日庚辰同'『四月廿日因闇凶日数給､

目録給'』

辛酉七詣謎醐M絹鴇 物､小笠原宗牛

壬
戊
八

(
島津
久
雄
カ
)

『
八
月
十

1
日
中

丸

御

曹

子

有
御
誕
生
､
』
(注
21
)

(徳
川
家
光
)

発
亥
九
棚
悶
鯛
的
細
純
㌘

m
詔

朋
縞

醐
鵬
･.
喜

『

甲
子
寛
永
元
加
治
木
御
姫
横
御
誕
生
'
霜
月
十
二
日

御
産
弓
被
仰
付
'
黄
門
様
御
父
子
御
上
洛
'

(島
津
家
久
)

乙
丑
二
大
坂

へ
二
月
上
旬
御
入
津
､

卯
月
十
三
日
江
戸
御
越
着
､

七
月
廿
二
日
御
前
棟
御
遠
行
､

(心
応
慶
安
)

(徳
川秀
忠
･家
光
)

-

二
.=,..:
'').;'H.:.;,I:;I-;.川.:.I
:I
.I

..''.I,I..:..'=,

.I"I..I:.:.i.:1':J..I.,:I.
:

(後
水
尾
)

↑
外
四
的
師
澗
朋
㌍

川
場
ヲ
放
タ
レ
､
人
皆
弥
鳥



(高
仁
親
王
カ
)

戊
辰
五

㍍

駈
貼

附
悶

詔

‥
天
下
之
天
子
ヲ
始
'

己
巳
六

細
網
醐
鯛
用
露

鯛
的
諸

醐
醐
抑
針

焼
,

(島
津
家
久
)

太

守

棟

於
江
戸
公
方
棟
有
御
成
､
四
月
十
八
日
ニ

(徳
川
秀
忠
)

庚
午
七
臥
郡

離

,
四
月
廿
日
二
大
御
所
様
有
御
成
,

三
日
相
績
各
諸
大
名
御
振
舞
'

辛
未

八

(島
津
)

寛
永
八
暦
､
家

久

公
江
戸
ヨ
リ
六
月
五
日
御
下
向
'

従
七
月
中
旬
'
大
御
所
様
御
冠
落
､

(徳
川
秀
忠
)

正
月
廿
四
日
大
御

所

様

御
逝
去
､
家
久
様
二
月
御
上
洛
'

壬
申
九

五
月
廿
八
日
加
藤
肥
後
守
御
改
易
'
六
月
廿
八
日
二

又
六
郎
死
去
､

(忠
広
)

(入
来
院
滋
通
)

栄
西
十
三

四

月
迄

御
分
国
検
地
'
正
月
小
田
原
有
大
地
振
'

甲
戊
十
一

(徳
川
家
光
)

(島
津
家
久
)

(島
津
光
久
)

昔

将

軍

様
御
代
始
'
有
御
上
洛
､
中

納

言

様

同
薩

易

様

御
先
二
御
上
洛
'
予
依
在
江
戸
ニ
'
十
二
月
廿
九
日
下
向
'

(重
呂
)

正
月
元
日
於
有
馬
城
坂
倉
内

膳

正
戦
死
'

(島
津
家
久
)

戊
寅
十
五
同
月
八
日
天
草

へ
相
渡
ル
､
黄
門
棟
二
月
廿
三
日

御
逝
去
'
有
馬
城
二
月
廿
七
日
八
日
攻
落
t

(肥
前
)

E
帥
卜
六

三

二

;'=.'Li:,.I.;;:那;.:I..
.).:I:=']'･..I,'
J
.,..=.:㍗
,.i:..

(島
捷
光
久
)

(柄
)

太

守

棟

有
御
上
洛
'
予
亦
供
奉
'
於
備
後
艦

庚
辰
十
七
佐
々
権
兵
衛
殿

(?
)
為
上
使
下
向
'
為
其
御
穏
儀

御
先
:
江
戸
参
'
御
目
見
得
'

(押
紙)

辛
巳
↑
八
緑

化
炉
錯

11晶

析
鮎
Jm
柑
畑
開
削
鵬
棚
･見

得
､

【午
〕

壬
牛
差

招

鮒
附
加
諦

悶
約

㌔

巌

雛

㌍

火
勃
起
,

発
未
二
十

甲
申
正
保

乙
酉
二

(島
津

家久
)

正
月
中

納

言

横

御
上
洛
､
正
月
十
三
日
御
打
立
'
六
月
十

乙
亥
十
二
九
日
霧
嶋
有
神
火
'
七
月
十
二
日
江
戸
屋
形
焼
ル
'

十
月
十
五
日
二
昌
了
御
死
去
､
(注
22
)

丙
子
↑
孟

謂

硝
附
朋
最

別
個
錯

鮎

難

郎
馴
訂

,

(
島紳
)

(
マ
マ
)

家

久

様
御
腫
物
御
平
愉

無

之
､
慶
祐
法
印
下
向
'

丁
丑
十
四
其
後
意
徳
法
印
琢
庵
下
向
ア
レ
ト
モ
'
無
槍
'

右
馬
守
殿
五
月
十

一
日
遠
行
'

(島
津
忠
興
カ
)

丙
戊
三

注(1
)
こ
れ
以
前
､
｢九
十
三

後
伏
見
院
｣
も
割
書
き
に
お
い
て
崩
御
年
の
記

事
は
な
い

(中
-

二
七
ペ
ー
ジ
)｡

1
方
'
こ
れ
以
降
だ
が
､
｢百

1

後
円

融
院
｣
｢百
二

後
小
松
院
｣
｢百
三

称
光
院
｣
は
割
書
き
部
分
に
崩
御
年

(月

日
)
の
記
事
が
あ
る
｡

山口隼正



『日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
つ
い
て
-
入
来
院
家
所
蔵
未
刊
年
代
記
の
紹
介
1

(下
)

(2
)
天
皇
の
代
数

(即
位
順
序
)
は

『皇
統
譜
』
に
よ
る
旨
を
明
記
し
た
も
の

と
し
て

(但
し
所
蔵
者
は
記
さ
ず
)
､
例
え
ば

『角
川

日
本
史
辞
典

(新

版
)
』
(
一
九
九
六
年
).
や
服
藤
早
首
編

『歴
史
の
な
か
の
皇
女
た
ち
』
(小
学

館
､
二
〇
〇
二
年
)
の
付
録
-

｢天
皇
系
譜

(図
)
｣
が
あ
る
｡

(3
)『皇
統
譜
』
は
'
現
物
未
見
だ
が
'
そ
の
正
本
は
宮
内
庁
書
陵
部
に
､
副
本

は
法
敵
省
に
保
管
さ
れ
る
由
で
あ
る

(吉
川
弘
文
館

『国
史
大
辞
典
』
5
'

｢皇
統
譜
｣
項
-
後
藤
四
郎
氏
執
筆
)
0

な
お
史
料
編
纂
所
に
も

『皇
統
譜
』
と
称
す
る
も
の
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り

(徳
大
寺
家
本

.33
-
78
)
'
『国
書
総
目
録
』
(岩
波
書
店
)
に
も
見
え
な
い

も
の
だ
が
へ
こ
の
書
で
は
､
北
朝
を
代
数
と
し
て
勘
定
し
て
お
り

(｢第
九

十
六
代
光
厳
院
｣
～
｢第
百
代
後
円
融
院
｣)
'
南
朝
方
は
見
え
な
い
｡
こ
の

書
は
'
そ
も
そ
も
表
紙
に
表
題

(外
題
)
が
記
さ
れ
て
い
ず
'
内
題
も
な
く
､

内
容
面
で
は

｢第
八
十
八
代
後
深
草
院
｣
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
'
持
明
院
統
～

北
朝
系
を
詳
述
し
七
系
図
で
あ
る

(後
に

｢伏
見
殿
｣
-
伏
見
宮
家
系
図
な

ど
を
付
す
)
｡
こ
の
書
名

『皇
統
譜
』
は
'
史
料
編
纂
所
に
入
っ
て
か
ら
付

け
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な

い
｡

(4
)
根
来
寺
相
承
や
中
性
院
流
に
つ
い
て
は
'
『真
言
宗
全
書
』
三
九
巻

(昭

和
九
年
∵
血
脈
類
集
記
)
所
収

｢根
来
寺
教
相
相
承
之
次
第
｣
､
坂
本
正
仁

｢真
言
相
承
諸
流
血
脈
図
｣
(『豊
山
学
報
』
四
〇
号
､
平
成
九
年
)
､
『根
来

寺
史

史
料
編

一
』
(昭
和
六
二
年
)
所
収

｢蔓
茶
羅
裏
墨
書
銘
｣
(根
来
寺
所

蔵
)
'
矢
板
真
雄

｢紀
伊
国
根
来
伝
法
港
頂
記
｣
(『頼
輸
僧
正
七
百
年
御
遠
忌

記
念
論
集

新
義
真
言
教
学
の
研
究
』
大
蔵
出
版
､
平
成

一
四
年
)
に
詳
し

い
｡
特
に
坂
本
氏
紹
介
の
も
の
が
多
岐
に
亘
り
､
有
難
い
｡

(5
)
こ
の
,h
ち
頼
政

･
頼
全

･
頼
忠
に
は

『
(薩
藩
)
旧
記
雑
録
』
に
授
受
文

書
が
見
え
る
が
､
そ
の
年
次
が
明
ら
か
な
頼
政

(授
'
永
正
十
七
-

一
五
二

〇
年
綻
書
)
と
頼
忠

(受
､
永
禄
十
-

一
五
六
七
年
島
津
義
久
書
状
)
の
場

四

合
､
そ
れ
ぞ
れ
の
生
没
年
に
も
対
応
し

(頼
政
'
永
享
六
-

大
永

二

一
四

三
.四
-

1
五
二
一
〇
頼
忠
'
永
禄

1
0
-

1
五
六
七
没
)
'
本
書

『
日
本
帝

皇
年
代
記
』
の
記
事

(年
次
)

の
妥
当
性
を
裏
付
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

(6
)
五
味
克
夫

｢坊
津

一
乗
院
聖
教
類
等
｣
(『鹿
児
島
県
文
化
財
調
査
報
告
書
』

39
集
'
平
成
五
年
)
に
翻
刻
あ
り
｡
こ
の
五
味
報
告
に
'
頼
憲
が
永
享
四
年

(
一
四
三
二
)
に
書
写
し
た

｢即
身
成
仏
法
｣
や
'
頼
政
が
永
正
四
年

(
一

五
〇
七
)
に
成
し
た
授
与
状

(｢於
龍
厳
寺
道
場
弁
財
天
大
事
授
与
頼
真
｣
～
)

も
見
え
'
こ
れ
ら
は
'
時
期
的
に
本
書

『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
見
え
る
頼

憲

(応
永
五
-
文
明

1
'

二
二
九
八
I

一
四
六
九
)
や
頼
政

(前
注
5
)
の

生
存
期
間
に
対
応
し
て
い
る
｡
五
味
報
告
の
コ
ピ
ー
に
際
し
､
翠
明
館

(鹿

児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
)
の
内
倉
昭
文
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
｡

(7
)
な
お
時
代
は
下
っ
て
江
戸
期
に
な
る
が
､
『
三
国
名
勝
図
会
』
巻
二
十
六

(薩
摩
国
河
辺
郡
､
坊
泊
)
の

｢
一
乗
院
｣
項
に
収
録
の
'
寛
文
五
年

(
一

六
六
五
)
九
月
二
日

｢仁
和
寺
総
法
務
二
品
親
王
庁
｣
下
文

(坊
津
龍
厳
寺

あ
て
)
に

｢応
以
山
務

一
乗
院
永
代
令
兼
帯
本
寺
之
院
家
事
｣
～
｢承
広
沢

之
御
流
｣
な
ど
と
あ
り
'
『根
来
寺
史

史
料
編

1
』
(昭
和
六
二
年
)
所
収

の
'
根
来
寺
勧
化
物
集
記

(宝
暦
四
年
'

一
七
五
四
)
に

｢薩
摩
国
｣
-

｢
1

金
壱
両

1
乗
院

門
末
共
｣
な
ど
と
あ
る
の
も
'
坊
津

1
乗
院
が
仁
和
寺

や
根
来
寺
と
の
関
係
を
脈
々
と
続
け
て
い
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
よ
う
｡

(8
)
五
味
克
夫

｢坊
津

1
乗
院
跡
と

l
乗
院
関
係
史
料
｣
(坊
津
町
埋
蔵
文
化
財

発
掘
調
査
報
告
書

『
1
乗
院
跡
』'

1
九
八
二
年
)
'
中
村
明
蔵

｢薩
摩
坊
津

と
遣
唐
使
船
｣
(『鹿
児
島
国
際
大
学
国
際
文
化
学
部
論
集
』
三
巻
三
号
'
二

〇
〇
二
年
)
参
照
｡

(9
)『大
日
本
史
料
』

一
〇
編

一
に
島
津
忠
良
没
日
条

(永
禄
十

一
年
十
二
月
十

三
日
)
あ
り
｡
忠
良
に
と
っ
て
基
本
史
料
を
多
く
提
示
し
て
い
る
｡

(10
)
な
お
五
味
氏
は
'
『神
社
調
』
(繁
明
館
架
蔵
写
真
帳
あ
り
)
か
ら

一
乗
院



関
係
記
事
を
抽
出
し
'
前
出

(注
8
)
稿
に
収
載
し
て
い
る
｡

(11
)
『
日
新
菩
薩
記
』
に
､
｢紀
州
根
来
寺
二
御
父

･
御
母

･
超
公

･
登
公

･
芳

大
姉
ノ
入
牌
､
月
拝
'
金
欄
ノ
袈
裟
二
衣
､
裡
書
ニ
､
嶋
津
相
模
入
道
殿
日

新
公
御
寄
進
ト
ア
リ
｣
と
か

｢坊
津

一
乗
院
諸
堂
建
立
､
金
欄
ノ
幡
廿
五
流
｣

な
ど
と
見
え
る
｡
前
出

(注
9
)
参
照
｡

(1
)
当
主
の
代
数
は

『入
来
文
書
』
附
録
-
｢入
来
院
氏
系
図
｣
に
よ
る
｡
な

お
こ
の

｢入
来
院
氏
系
図
｣
は
､
入
来
院
家
現
蔵

(
一
番
)
『平
姓
入
来
院
氏

系
図
』
の
抄
録
で
'
当
主
に
新
た
に
代
数
を
付
け
た
も
の
だ
と
気
付
く
｡

(1
)
入
来
院
家
現
蔵

(
1
番
)
『平
姓
入
来
院
氏
系
図
』､
『新
編
島
津
氏
世
録
支

流
系
図
』
所
収

｢薩
州
用
久

1
流
｣
(『鹿
児
島
県
史
料

諸
氏
系
譜
三
』)､
『島

津
氏
正
統
系
図
』
(鹿
児
島

･
尚
古
集
成
館
)
四
二
ペ
ー
ジ
参
照
｡

(14
)
こ
の
関
係
図
は
'
上
記

(注
13
)
の
系
図
に
加
え
て
､
『新
編
島
津
氏
世

録
支
流
系
図
』
所
収

｢忠
将

一
流
｣
(『鹿
児
島
県
史
料

諸
氏
系
譜
三
』)
や

『島
津
国
史
』
を
参
照
し
て
作
成
し
た
｡

(15
)
こ
の

｢二
月
七
日
東
福
寺
炎
上
｣
は
'
実
は
翌
年

(己
未
'
元
応
元
年
)

の
こ
と
で
あ
る

(白
石
虎
月
編

『東
福
寺
誌
』
二
三
九
ペ
ー
ジ
に
典
拠
提
示
)
0

(16
)
こ
の

｢三
月
七
日
～
隠
岐
国
｣
は
'
翌
年

(壬
申
'
元
弘
二
年
)
の
こ
と

で
あ
る

(武
家
年
代
記
)
0

(17
)
こ
の

｢(足
利
)
基
氏
誕
生
｣
は
'
実
は
前
年

(庚
辰
'
暦
応
三
年
)
の

こ
と
で
あ
る
｡

(18
)
こ
こ
で
明
徳
四
年

(
二
二
九
三
)
に
配
置
さ
れ
る
記
事

｢四
月
廿
六
日
嶋

津
氏
久
逝
去
｣
｢五
月
四
日
復
円
融
院
崩
｣
は
'
年
月
日

(I
数
字
)
の
関
係

か
ら
か
'
書
写
の
上
で
錯
覚

･
混
乱
し
て
い
る
｡
正
確
に
は
'
島
津
氏
久
の

没
日
は
こ
れ
よ
り
早
く

｢嘉
慶
四
年

(
一
三
八
七
)
閏
五
月
四
日
｣
の
こ
と

で
あ
り
､
後
円
融
院
の
崩
御
日
は
明
徳
四
年
だ
が

｢四
月
廿
六
日
｣
で
あ
る

(こ
の
点
､
見
出
し

｢百

一

後
円
融
院
｣
の
割
書
き
で
は
正
確
に
記
さ
れ

て
い
る
)
0

(19
)
こ
の

｢鎌
倉
～

(足
利
)
持
氏
自
害
｣
は
､
実
は
翌
年
､
永
享
十

一
年
の

こ
と

(永
享
記
)
､
こ
の
行
は
､
左
に
移
し
た
方
が
よ
か
ろ
う
｡

(20
)
因
み
に
原
物
を
点
検
す
る
に
､
押
紙
部
分
の
下
､
即
ち
元
の
文
章
に
は

｢小

将
様
関
原
後
初
而
御
上
洛
｣
と
見
え
る
｡

(2
)
こ
の

｢中
丸
御
曹
子
｣
と
は
'
生
年
月
日
の
一
致
か
ら
し
て
'
島
津
光
久

(十
九
代
)
の
弟

｢久
雄
｣
を
指
す
か

(鹿
児
島
､
島
津
家

･
尚
古
集
成
館

『島
津
氏
正
統
系
図
』
五
八
ペ
ー
ジ
参
照
)
0

(2
)
こ
の

｢昌
了
｣
と
は
'
没
年
月
日
の
1
致
か
ら
､
重
時

(十
五
代
)
の
娘

で
､
重
高

(十
六
代
)
の
妻
だ
と
い
え
る
｡
『平
姓
入
来
院
氏
系
図
』
(入
来

院
家
現
蔵

｢
1
番
｣)
に
お
い
て
'
｢女
子

重
高
室
｣
項
に

｢寛
永
十
二
年

乙
亥
十
月
十
五
日
卒
'
行
年
四
十
二
､
号
昌
了
寺
､
然
芳
昌
了
大
姉
｣
と
あ

る
｡
但
し

『入
来
文
書
』
附
録
-

｢入
来
院
氏
系
図
｣
の

｢女
子

重
高
室
｣

項
に
お
い
て
は
､
こ
の
部
分
は
省
略
さ
れ
て
い
て
､
見
え
な
い
｡

○
な
お

(補
注
)
は
､
ま
と
め
て
八
ペ
ー
ジ
に
示
し
た
｡

五

山
口

隼
正
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[図1]入来院家所蔵 『日本帝皇年代記』の部分 (甲子 ･寛永元年-1624以降はすべて後筆部分)
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[図2]入来院家所蔵 『日本帝皇年代記』の部分 (後筆の初見､辛巳 ･天正9年-1581の ｢水俣城落城｣)
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